
【様式 1】 

河川事業の再評価項目調書 

事業名（箇所名） 太田 E

お お た

AAE川 E

が わ

A総合水系環境整備事業 

実 施 箇 所 太田川水系直轄管理区間 

当 該 基 準 再評価実施後一定期間（3 年）が経過している事業 

事 業 諸 元 【水辺整備】 

① -1 千
せ ん

田
だ

地区
ち く

水辺環境整備［計画中］  河川管理用通路 

① -2 舟入
ふないり

・基
も と

町
ま ち

地区
ち く

水辺環境整備［計画中］ 河川管理用通路 

① -3 元安
もとやす

川
が わ

底質改善［計画中］  底質改善 

① -4 旧太田
きゅうおおた

川
が わ

底質改善［H20～H23 年度］ 底質改善 

① -5 天満
て ん ま

川
が わ

底質改善［H24～H26 年度］  底質改善 

② 西原
にしはら

地区
ち く

河川整備［H24～H26 年度］ アンダーパス(河川管理用通路) 

③ 上殿
かみどの

地区
ち く

環境整備［H21～H23 年度］ 護岸､坂路､階段､河川管理用通路 

事 業 期 間 平成 20 年度～平成 35 年度 

総 事 業 費 10.５億円 残事業費 5.０億円 

目 的 ・ 必 要 性 太田川は、その源を 廿日市市
は つ か い ち し

吉和
よ し わ

の 冠山
かんむりやま

に発し、中上流部で 柴木
し ば き

川
が わ

、筒
つ つ

賀川
が が わ

、滝
た き

山川
やまがわ

、水内
み の ち

川
が わ

等の支川を集めて流下し、広島市
ひ ろ し ま し

安佐北区
あ さ き た く

可部
か べ

町
ちょう

付近で 根
ね の

谷川
たにがわ

、三
み

篠
さ さ

川
が わ

を合流する。その後、はん濫原として形成された平地

部を南南西に流れ、広島デルタの扇頂部に達して 旧太田
きゅうおおた

川
が わ

を分流し 太田
お お た

川
が わ

放
ほ う

水路
す い ろ

となり、広島市街地の西を流れて広島湾に注ぐ。また、放水路が建設され

る以前に本川であった旧太田川は、広島市街地の中でさらに 京橋
きょうばし

川
が わ

、猿猴
えんこう

川
か わ

、天
て ん

満川
ま が わ

、元安川
もとやすかわ

を分流しており、広島市街地は典型的なデルタ地形の上に成

り立っている。 

【水辺整備】 

≪千田
せ ん だ

地区
ち く

水辺環境整備、舟入
ふないり

・基
も と

町
ま ち

地区
ち く

水辺環境整備、 

元安川底質改善、旧太田川底質改善、天満川底質改善≫ 

・ 平成 15 年に策定された「水の都ひろしま」構想の実現に向けて「水の都ひ

ろしま推進協議会」が設立されており、河川管理者 (国・県)や広島市だけで

なく、利用者である市民や企業等が協働して水辺整備を進めている。基町地

区は、その中心部として地域住民が愛着を感じているだけでなく、世界遺産

である原爆ドームや平和記念公園へ世界各地より多くの人が訪れる地域であ

る。 

・ しかし水辺は、場所によって有機泥が堆積し、また水辺の利用要望に対して

十分な経路が整備されていないことから、水辺利用が安全、安心して行える

よう、河川管理用通路の整備や底質改善を行う。 

≪西原
にしはら

地区
ち く

河川整備≫ 

・ 古川は、都市域の中で自然と触れ合える貴重な空間として多くの地域住民に

利用されている。堤防上も水鳥緑道として広島市によって整備がなされてい

るが、昭和橋（国道 54 号）において水辺利用の連続性が遮断されているこ

とから、河川管理の向上にあわせて水辺利用者の安全を確保するため、アン

ダーパスを整備した。 
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≪上殿
かみどの

地区
ち く

環境整備≫ 

・ 事業箇所周辺は、中国縦貫自動車道 戸河内
と ご う ち

IC 等が整備され「安芸
あ き

太田町
おおたちょう

の玄関口」となっているほか、道の駅「来夢
ら い む

とごうち」や商業施設、パーク

＆ライドがあり、安芸太田町の拠点となっている。 

・ 事業箇所は右岸側から筒賀川の合流があるにもかかわらず護岸が未整備、ま

たは老朽化が見られる状況であった。 

・ 川沿いの桜広場での花見や水遊びなど、水辺空間の利用がなされているが、

河川敷に雑草や雑木が繁茂するなど、安全に利用することができなかった。 

 

便 益 の 主 な 根 拠  【水辺整備】 

≪千田地区水辺環境整備、舟入・基町地区水辺環境整備、 

元安川底質改善、旧太田川底質改善、天満川底質改善≫ ＣＶＭ 

全体事業 支払い意志額 ＝ 365 円/世帯/月、受益世帯数 ＝ 95,852 世帯 

 残事業  支払い意志額 ＝ 354 円/世帯/月、受益世帯数 ＝ 95,852 世帯 

≪西原地区河川整備≫ ＣＶＭ 

支払い意志額 ＝ 220 円/世帯/月、受益世帯数 ＝ 129,353 世帯 

≪上殿地区環境整備≫ ＴＣＭ 

年間利用者数の増加数   2,652 人 

 

事 業 全 体 の 
投 資 効 率 性 

基準年度 平成 26 年度 

 Ｂ:総便益 
（億円） 

Ｃ:総費用 
（億円） 

Ｂ／Ｃ Ｂ－Ｃ 
（億円） 

ＥＩＲＲ 
（％） 

全体 
事業 

総合水系環境整備事業 148.1 10.5 14.1 137.6 29.6 

（水辺整備） 148.1 10.5 14.1 137.6 29.6 

残事業 総合水系環境整備事業 69.1 4.4 15.8 64.7 36.5 

（水辺整備） 69.1 4.4 15.8 64.7 36.5 

事 業 の 効 果 等  【水辺整備】 

≪千田地区水辺環境整備、舟入・基町地区水辺環境整備、 

元安川底質改善、旧太田川底質改善、天満川底質改善≫ 

「水の都ひろしま」の中心部として地域住民が愛着を感じ、また世界各地

より多くの人が訪れる基町地区において、河川管理用通路の整備や底質改善

により、河川管理の向上のほか安全で安心な水辺利用が実現でき、景観や異

臭が改善される。 

≪西原地区河川整備≫ 

アンダーパスの整備により低水路部の河川巡視が容易となり、河川管理の

向上のほか、水辺利用の連続性が確保され、安全に水辺が利用されている。 

≪上殿地区環境整備≫ 

安芸太田町の玄関口や地域の拠点として今後も多くの水辺利用が見込まれ

る上殿地区において、河川管理用通路の整備により、河川管理の向上のほか、

安全に水辺が利用されている。 

 

社会情勢等の変化 ・ 流域内の人口は都市部では今後も大きな減少はないが、中山間地では過疎化、

高齢化により大きな減少が見込まれている。 

・ 整備個所は観光地の他、散策等の健康増進の場、水に親しむ場として多くの

住民に利用されており、より安全に水辺が利用できるような整備が望まれて

いる。 
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事 業 の 進 捗 状 況  【水辺整備】 

≪千田地区水辺環境整備、舟入・基町地区水辺環境整備、 

元安川底質改善、旧太田川底質改善、天満川底質改善≫ 

・事業の進捗率は 25％である。（総事業費 6.7 億円のうち、整備済みは 1.7 億

円） 

≪西原地区河川整備≫ 

・事業は完了している。 

≪上殿地区環境整備≫ 

・事業は完了している。 

事業の進捗の見込み ≪千田地区水辺環境整備、舟入・基町地区水辺環境整備、 

元安川底質改善、旧太田川底質改善、天満川底質改善≫ 

・ 広島市は、平成 21 年 6 月に「かわまちづくり」支援制度の登録を受け、地

元や関係機関の意見を取り入れながら事業を進めている。 

・ 基町地区を含む下流デルタ域は河川管理者（国・県）、広島市、市民等からな

る「水の都ひろしま推進協議会」で協議しながら、水辺整備を進めている。 

・ 以上のことから、今後事業進捗する上で支障はない。 

コ ス ト 縮 減 や  
代替案立案の可能性 

・ 水辺整備にあたっては、近隣の別工事で発生する土砂を盛土等へ流用するこ

とによりコストの縮減を図る。 

・ 除草作業や清掃などについて地元と協力体制を確立することで、コストの縮

減を図る。 

・ 事業の進捗状況、費用対効果を鑑み、継続実施が妥当であり、現状での代替

案を検討する必要がないと考えている。 

対応方針（原案） 継続 

対 応 方 針 理 由  ・ 上記の各視点により、水辺整備の必要性、重要性は変わらないことから継続

が妥当である。 

・ 今後の事業の実施にあたっては、地域と協力体制を確立するとともに、コス

ト縮減に引き続き取り組み、効率的かつ効果的な事業の執行に努める。 

そ の 他 － 
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【様式 1】 

河川事業の完了箇所評価項目調書 

事業名（箇所名） 太田 E

お お た

AAE川 E

が わ

A総合水系環境整備事業 

実 施 箇 所  太田川水系直轄管理区間 

当 該 基 準  事業（箇所）完了後５年以内の事業 

事 業 諸 元  【水辺整備】 

② 西原
にしはら

地区
ち く

河川整備［H24～H26 年度］ アンダーパス(河川管理用通路) 

③ 上殿
かみどの

地区
ち く

環境整備［H21～H23 年度］ 護岸、坂路、階段、河川管理用通路 

事 業 期 間  平成 21 年度～平成 26 年度 

総 事 業 費  3.7 億円 

目 的 ・ 必 要 性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

太田川は、その源を廿日市市
は つ か い ち し

吉和
よ し わ

の 冠山
かんむりやま

に発し、中上流部で柴木
し ば き

川
が わ

、筒
つ つ

賀川
が が わ

、滝
た き

山川
やまがわ

、水内
み の ち

川
が わ

等の支川を集めて流下し、広島市
ひ ろ し ま し

安佐北区
あ さ き た く

可部
か べ

町
ちょう

付近で 根
ね の

谷川
たにがわ

、三
み

篠
さ さ

川
が わ

を合流する。その後、はん濫原として形成された平地部を南南西

に流れ、広島デルタの扇頂部に達して 旧太田
きゅうおおた

川
が わ

を分流し 太田
お お た

川
が わ

放
ほ う

水路
す い ろ

となり、

広島市街地の西を流れて広島湾に注ぐ。また、放水路が建設される以前に本川であ

った旧太田川は、広島市街地の中でさらに 京橋
きょうばし

川
が わ

、猿猴
えんこう

川
か わ

、天
て ん

満川
ま が わ

、元安川
もとやすかわ

を分流しており、広島市街地は典型的なデルタ地形の上に成り立っている。 

 

【水辺整備】 

≪西原
にしはら

地区
ち く

河川整備≫ 

・ 古川は、都市域の中で自然と触れ合える貴重な空間として多くの地域住民に利

用されている。堤防上も水鳥緑道として広島市によって整備がなされているが、

昭和橋（国道 54 号）において水辺利用の連続性が遮断されていることから、

河川管理の向上にあわせて水辺利用者の安全を確保するため、アンダーパスを

整備した。 

 

≪上殿
かみどの

地区
ち く

環境整備≫ 

・ 事業箇所周辺は、中国縦貫自動車道 戸河内
と ご う ち

IC 等が整備され「安芸
あ き

太田町
おおたちょう

の玄

関口」となっているほか、道の駅「来夢
ら い む

とごうち」や商業施設、パーク＆ライ

ドがあり、安芸太田町の拠点となっている。 

・ 事業箇所は右岸側から筒賀川の合流があるにもかかわらず護岸が未整備、また

は老朽化が見られる状況であった。 

・ 川沿いの桜広場での花見や水遊びなど、水辺空間の利用がなされているが、河

川敷に雑草や雑木が繁茂するなど、安全に利用することができなかった。 

便 益 の 主 な 根 拠 【水辺整備】 

≪西原地区河川整備≫ＣＶＭ 

支払い意志額 ＝ 220 円/世帯/月、受益世帯数 ＝ 129,353 世帯 
 

≪上殿地区環境整備≫ＴＣＭ 

年間利用者数の増加数   2,652 人 

費用対効果分析の 

算定根拠となった 

要 因 の 変 化 

完了箇所 事業費 予定工期 便益計測手法 

当初 － － － 

事後 373 百万円 平成 21 年度～平成 26 度 CVM/TCM 

 Ｂ:総便益 

（億円） 

Ｃ:総費用 

（億円） 

Ｂ／Ｃ Ｂ－Ｃ 
（億円） 

ＥＩＲＲ 

（％） 

基準年度 

当初 － － － － － － 

事後 76.8 4.2 18.3 72.6 37.8 平成 26 年度 
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事業効果の発現状況 【水辺整備】 

≪西原地区河川整備≫ 

アンダーパスの整備により低水路部の河川巡視が容易となり、河川管理の向上

のほか、水辺利用の連続性が確保され、散策等の日常利用においても安全に水辺

が利用されている。 

≪上殿地区環境整備≫ 

安芸太田町の玄関口や地域の拠点として今後も多くの水辺利用が見込まれる

上殿地区において、河川管理用通路の整備により、河川管理の向上のほか、散策

や花見等においても安全に水辺が利用されている。 

事 業 実 施 に よ る  

環 境 の 変 化 

・ 西原地区は、周辺が住宅地であり、アンダーパスの利用により、通勤・通学等

の利用性の向上が見られる。 

・ 上殿地区は、水辺整備により、水辺利用者の利用向上が見られる。 

社会経済情勢の変化 ・ 流域内の人口は都市部では今後も大きな減少はないが、中山間地では過疎化、

高齢化により大きな減少が見込まれている。 

今 後 の 事 後 評 価  

の 必 要 性  

本事業は十分な事業効果を発揮しており、今後とも地域住民等による多様な水辺

の利用が見込まれることから、今後は個別箇所としての評価を実施する必要はな

い。 

改善措置の必要性 事業目的に見合った事業効果の発現が確認されたことから、今後の改善措置の必

要性はない。 

 

 

対応方針（原案） 

本事業は十分な事業効果を発揮しており、今後とも地域住民等による多様な水辺

の利用が見込まれることから、改めて事後評価に準ずる完了箇所評価を実施する必

要はない。 

また、事業目的に見合った事業効果の発現が確認されたことから、今後の改善措

置の必要性はない。 

今後は、河川水辺の国勢調査（空間利用実態調査）などを活用して、継続的に事

業効果の発現について追跡調査を行う。 
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川
、

天
満

川
、

元
安

川
を

分
流

し
て

お
り

、
広

島
市

街
地

は
典

型
的

な
デ

ル
タ

地
形

の
上

に
成

り
立

っ
て

い
る

。

【
太

田
川

水
系

の
諸

元
】

流
域

面
積

：
約

1
,7

1
0

ｋ
ｍ

2

幹
川

流
路

延
長

：
約

1
0

3
ｋ

ｍ
山

地
面

積
比

率
：

約
8

9
％

流
域

内
人

口
：

約
9

8
万

人

島
根

県

鳥
取

県

岡
山

県

広
島

県

日
本

海

瀬
戸

内
海

N

山
口

県

樽
床

ダ
ム

 
Ｎ

王
泊

ダ
ム

下
流

デ
ル

タ
域

立
岩

ダ
ム

上
流

部

中
流

部

下
流

部

温
井

ダ
ム

高
瀬

堰

7



天
満

川

温
井

ダ
ム

樽
床

ダ
ム

高
瀬

堰

加
計

玖
村

舟
入

橋

名
水

百
選

の
範

囲
祇

園
水

門
～

行
森

川
合

流
点

広
島

湾

 
Ｎ

王
泊

ダ
ム

古
川

・
渓

谷
状

の
上

流
部

と
そ

の
沿

川
に

は
、

豊
か

な
自

然
環

境
が

残
り

、
変

化
に

富
ん

だ
景

観
が

存
在

・
三

段
峡

や
源

流
部

の
渓

流
な

ど
で

は
四

季
を

通
じ

て
多

く
の

観
光

客
が

訪
問

上
流

部

・
下

流
部

に
形

成
さ

れ
た

広

い
河

川
敷

で
は

親
水

空
間

が
整

備
済

・
各

種
イ

ベ
ン

ト
を

数
多

く

開
催

下
流

部

・
大

小
の

瀬
や

淵
が

多
数

存
在

し
、

ア
ユ

釣
り

が
盛

ん
・

温
井

ダ
ム

の
観

光
放

流
(夏

期
制

限
水

位
へ

の
移

行
時
)等

で
は

多
く

の
観

光
客

が
訪

問
・

夏
に

は
水

遊
び

な
ど

を
目

的
と

し
て

多
く

の
家

族
連

れ
が

訪
問

中
流

部

原
爆

ド
ー

ム
と

灯
ろ

う
流

し
下

流
デ

ル
タ

域

古
川

せ
せ

ら
ぎ

公
園

イ
カ

ダ
下

り
・

カ
ワ

ニ
バ

ル

シ
ジ

ミ
採

り

市
民

レ
ガ

ッ
タ

大
会

ア
ユ

釣
り

高
瀬

堰
の

カ
ヌ

ー
教

室

温
井

ダ
ム

放
流

撮
影

：
国

本
善

平

河
岸

緑
道

の
散

策

三
段

峡
黒

淵
・

舟
で

散
策

原
爆

ド
ー

ム
と

灯
ろ

う
流

し

渓
流

で
の

魚
と

り

旧
太

田
川

元
安

川

立
岩

ダ
ム

太
田

川

上
流

部

中
流

部

下
流

部

下
流

デ
ル

タ
域

鱒
溜

貯
水

池
流

入
前

太
田

川
高

水
敷

･
野

球
場

２
-
1

．
太

田
川

水
系

の
現

状
及

び
利

用
状

況

・
沿

川
に

あ
る

原
爆

ド
ー

ム
や

平
和

記
念

公
園

な
ど

は
、

平
和

都
市

広
島

を
イ

メ
ー

ジ
す

る
特

別
な

空
間

・
下

流
デ

ル
タ

域
の

汽
水

域
や

広
い

干
潟

は
、

ハ
ゼ

釣
り

や
シ

ジ
ミ

採
り

等
、

市
内

派
川

の
河

岸
緑

道
は

散
策

等
の

市
民

利
用

が
盛

ん

・
太

田
川

水
系

に
は

、
良

好
な

自
然

環
境

、
広

大
な

オ
ー

プ
ン

ス
ペ

ー
ス

が
存

在
す

る
。

そ
れ

ぞ
れ

の
地

域
特

性
に

応
じ

、
多

種
多

様
な

目
的

で
利

用
さ

れ
て

い
る

。
・

上
流

部
：

三
段

峡
や

源
流

部
の

渓
流

な
ど

で
は

、
四

季
を

通
じ

て
多

く
の

観
光

客
が

訪
れ

る
。

・
中

流
部

：
大

小
の

瀬
や

淵
が

多
数

存
在

し
、

ア
ユ

釣
り

が
さ

か
ん

。
・

下
流

部
：

古
川

せ
せ

ら
ぎ

公
園

で
は

、
水

遊
び

等
を

目
的

と
し

て
、

多
く

の
家

族
連

れ
が

訪
れ

る
。

太
田

川
河

川
敷

で
は

野
球

場
等

が
整

備
さ

れ
て

お
り

、
多

く
の

人
が

ス
ポ

ー
ツ

等
に

利
用

し
て

い
る

。
・

下
流

デ
ル

タ
域

：
世

界
遺

産
の

平
和

記
念

公
園

、
原

爆
ド

ー
ム

沿
川

の
元

安
川

は
、

世
界

各
地

よ
り

多
く

の
人

が
お

と
づ

れ
る

。

盛
ん

な
シ

ジ
ミ

漁

出
典

：
H

1
5

年
漁

業
・

養
殖

業
生

産
統

計
年

報

全
国

河
川

別
シ

ジ
ミ

漁
獲

量

太
田

川
1
4
7

ｔ
5
%

荒
川

吉
野

川

木
曽

川
筑

後
川

8
%

5
6
%

1
5
%

全
国

河
川

計
3

,0
4

5
ｔ

（
Ｈ

1
5

）

盛
ん

な
シ

ジ
ミ

漁
・

百
万

都
市

広
島

の
中

心
市

街
地

の
派

川
で

行
わ

れ
る

シ
ジ

ミ
漁

・
河

川
と

し
て

は
、

国
内

第
6

位
の

漁
獲

量
（

湖
沼

を
除

く
）

太
田

川
1
4
7

ｔ
5
%

筑
後

川
8
%

5
6
%

1
5
%

太
田

川
1
4
7

ｔ
5
%

太
田

川
1

4
7

t
5

%

5
%

5
% 6

%

那
珂

川

そ
の

他
河

川

筑
後

川
8

%

5
6

%

1
5

%

旧
太

田
川

で
の

シ
ジ

ミ
漁

8



２
-
2

．
太

田
川

水
系

の
河

川
環

境
に

関
す

る
課

題

◇
底

質
・

景
観

◇
水

辺
の

連
続

性
の

遮
断

◇
安

全
な

河
川

利
用

へ
の

支
障

太
田

川
市

内
派

川
の

元
安

川
、

天
満

川
、

旧
太

田
川

は
、

「
水

の
都

ひ
ろ

し
ま

」
の

中
心

部
と

し
て

地
域

住
民

が
愛

着
を

感
じ

て
い

る
だ

け
で

な
く

、
世

界
遺

産
で

あ
る

原
爆

ド
ー

ム
や

平
和

記
念

公
園

へ
世

界
各

地
よ

り
多

く
の

方
が

訪
れ

る
地

域
で

あ
る

が
、

水
辺

の
経

路
が

十
分

に
整

備
さ

れ
て

お
ら

ず
、

安
全

な
水

辺
利

用
が

で
き

な
い

。

ま
た

、
中

流
部

の
水

辺
に

お
い

て
も

、
水

辺
の

整
備

が
な

さ
れ

て
お

ら
ず

、
安

全
に

水
辺

に
近

づ
け

な
い

状
況

で
あ

っ
た

。
（

H
2

3
事

業
完

了
）

河
口

部
の

干
潟

で
は

、
有

機
泥

が
堆

積
し

て
い

る
こ

と
に

よ
り

、
足

が
泥

に
埋

ま
る

。
ま

た
、

異
臭

が
発

生
し

て
い

る
。

古
川

は
、

都
市

域
の

中
で

自
然

と
触

れ
合

え
る

貴
重

な
空

間
と

し
て

多
く

の
地

域
住

民
に

利
用

さ
れ

て
い

る
。

堤
防

上
も

水
鳥

緑
道

と
し

て
広

島
市

に
よ

っ
て

整
備

が
な

さ
れ

て
い

る
が

、
昭

和
橋

（
国

道
5

4
号

）
に

お
い

て
水

辺
利

用
の

連
続

性
が

遮
断

さ
れ

て
い

た
。

ま
た

、
通

行
者

は
道

路
を

横
断

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

か
っ

た
。

（
H

2
6

事
業

完
了

）

原
爆

ド
ー

ム

水
辺

に
近

づ
き

に
く

い
護

岸
（

原
爆

ド
ー

ム
前

）

足
が

泥
に

埋
ま

る
様

子

太
田

川

雑
草

が
繁

茂
し

水
辺

に
近

づ
き

に
く

い
様

子
（

整
備

前
の

上
殿

地
区

）

古
川

昭
和

橋

橋
に

よ
り

水
辺

の
連

続
性

が
遮

断
さ

れ
て

い
る

様
子

9



18
6

18
6

戸
河
内
IC

19
1

19
1

滝
山
川

太
田
川

太 田 川

温
井
ダ
ム

龍
姫
湖

中
国
自
動
車
道

安
芸
太
田

町

18
6

18
6

戸
河
内
IC

19
1

19
1

滝
山
川

太
田
川

太 田 川

温
井
ダ
ム

龍
姫
湖

中
国
自
動
車
道

安
芸
太
田

町

第
一

古
川

環
境

整
備

の
利

用
状

況
空

鞘
橋

ア
ン

ダ
ー

パ
ス

の
利

用
状

況
か

こ
が

わ
水

辺
の

楽
校

の
利

用
状

況

２
-
3

．
太

田
川

水
系

の
こ

れ
ま

で
の

環
境

整
備

事
業

の
取

組
み

太
田

川
で

は
こ

れ
ま

で
環

境
整

備
事

業
と

し
て

、
水

辺
整

備
事

業
（

相
生

橋
ア

ン
ダ

ー
パ

ス
、

空
鞘

橋
ア

ン
ダ

ー
パ

ス
、

北
大

橋
ア

ン
ダ

ー
パ

ス
、

平
成

橋
ア

ン
ダ

ー
パ

ス
、

牛
田

・
楠

木
地

区
河

川
管

理
用

通
路

、
古

川
管

理
用

通
路

、
第

一
古

川
環

境
整

備
、

松
原

川
合

流
点

環
境

整
備

、
滝

山
川

環
境

整
備

、
か

こ
が

わ
水

辺
の

楽
校

、
粒

谷
水

辺
の

楽
校

）
を

実
施

し
て

い
る

。
整

備
完

了
後

、
各

環
境

整
備

や
ア

ン
ダ

ー
パ

ス
等

で
は

水
辺

空
間

と
併

せ
て

近
隣

住
民

に
幅

広
く

利
用

さ
れ

て
い

る
。

ま
た

、
水

辺
の

学
校

で
は

小
学

校
の

総
合

学
習

等
、

環
境

学
習

の
場

と
し

て
利

用
さ

れ
て

い
る

。

府
中
町

広
島
東
IC

南
区

西
区

東
区

安
佐
南
区

安
佐
北
区

広
島
J
C
T

広
島
駅

２

5
4

市
役
所

中
区

県
庁

広
島
IC

山
陽
新
幹
線

山
陽
本
線

山
陽
自
動
車
道

広
島
高
速

広
島
高
速

広
島
高
速

3
1

可
部
線

呉
線

芸
備
線

安
芸
区海

田
町

太 田 川

天 満 川

元 安 川

旧 太 田 川

京 橋 川

猿 猴 川

根 谷 川

三
篠
川

太
田
川

高
瀬
堰

古
川

府
中
町

広
島
東
IC

南
区

西
区

東
区

安
佐
南
区

安
佐
北
区

広
島
J
C
T

広
島
駅

２

5
4

市
役
所

中
区

県
庁

広
島
IC

山
陽
新
幹
線

山
陽
本
線

山
陽
自
動
車
道

広
島
高
速

広
島
高
速

広
島
高
速

3
1

可
部
線

呉
線

芸
備
線

安
芸
区海

田
町

太 田 川

天 満 川

元 安 川

旧 太 田 川

京 橋 川

猿 猴 川

根 谷 川

三
篠
川

太
田
川

高
瀬
堰

古
川

相
生

橋
ア

ン
ダ

ー
パ

ス

空
鞘

橋
ア

ン
ダ

ー
パ

ス

北
大

橋
ア

ン
ダ

ー
パ

ス

平
成

橋
ア

ン
ダ

ー
パ

ス

牛
田

・
楠

木
地

区
河

川
管

理
用

通
路

古
川

管
理

用
通

路

第
一

古
川

環
境

整
備

松
原

川
合

流
点

環
境

整
備

滝
山

川
環

境
整

備

か
こ

が
わ

水
辺

の
楽

校

粒
谷

水
辺

の
楽

校

安
芸
太
田

町

広
島
市

北
広
島
町

府
中

町

太
田
川

Ｎ
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元
安

川
①

-
1

千
田

地
区

水
辺

環
境

整
備

広
島

市
（

計
画

）
　

河
川

管
理

用
通

路
2

1
2

旧
太

田
川

①
-
2

舟
入

・
基

町
地

区
水

辺
環

境
整

備
広

島
市

（
計

画
）

　
河

川
管

理
用

通
路

2
5

1

元
安

川
①

-
3

元
安

川
底

質
改

善
広

島
市

（
計

画
）

　
底

質
改

善
4

0

旧
太

田
川

①
-
4

旧
太

田
川

底
質

改
善

広
島

市
H

2
0

～
H

2
3

　
底

質
改

善
1

0
7

天
満

川
①

-
5

天
満

川
底

質
改

善
広

島
市

H
2

4
～

H
2

6
　

底
質

改
善

6
4

古
川

②
西

原
地

区
河

川
整

備
広

島
市

H
2

4
～

H
2

6
　

ア
ン

ダ
ー

パ
ス

1
3

5
C

V
M

太
田

川
③

上
殿

地
区

環
境

整
備

安
芸

太
田

町
H

2
1

～
H

2
3

　
護

岸
、

坂
路

、
階

段
、

　
河

川
管

理
用

通
路

2
3

9
T

C
M

備
考

事
業

費
（

百
万

円
）

事
業

内
容

評
価

手
法

C
V

M

完
了

箇
所

評
価

①
市

内
派

川
水

辺
環

境
整

備

評
価

区
分

N
o

.
河

川
名

再
評

価

市
事

業
年

度
分

類
事

業
名

水
辺

整
備

南
区

西
区

東
区

安
佐
南
区

広
島

J
C
T

広
島
駅

２

5
4

市
役
所

中
区

県
庁

広
島
IC

山
陽

山
陽
自

動

広
島

高
速

広
島

高
速

可
部

線

太 田 川

天 満 川

元 安 川

旧 太 田 川

京 橋 川

猿 猴 川

古
川

３
．

事
業

内
容

・
評

価
は

太
田

川
水

系
環

境
整

備
事

業
に

お
け

る
以

下
の

再
評

価
対

象
事

業
７

事
業

を
対

象
と

す
る

。

・
千

田
地

区
水

辺
環

境
整

備
、

舟
入

・
基

町
地

区
水

辺
環

境
整

備
、

底
質

改
善

（
元

安
川

、
旧

太
田

川
、

天
満

川
）

に
つ

い
て

は
、

効
果

が
一

体
と

な
っ

て
発

現
す

る
と

考
え

ら
れ

る
た

め
、

一
括

評
価

を
行

う
。

※
①

-
1

～
①

-
5

に
つ

い
て

は
複

合
し

て
基

町
地

区
周

辺
に

お
け

る
環

境
の

質
を

向
上

さ
せ

る
こ

と
か

ら
、

複
数

事
業

を
ま

と
め

て
評

価
（

市
内

派
川

水
辺

環
境

整
備

）

事
業

箇
所

位
置

図

緑
字

：
計

画
中

赤
字

：
実

施
中

黒
字

：
完

成

1
8
6

1
8
6

戸
河
内
IC

1
9
1

1
9
1

滝
山
川

太
田
川

太 田 川

温
井
ダ
ム

龍
姫
湖

中
国
自

動
車
道

安
芸

太
田

町

7
③

②

①
-
1

①
-
3

①
-
2

①
-
4

①
-
5

11



 

南
区

西
区

広
島
駅

２

5
4

市
役
所

中
区

県
庁

広
島
高

速

広
島
高
速

太 田 川 天 満 川

元 安 川

旧 太 田 川

京 橋 川

猿 猴 川

①
-
2

舟
入

・
基

町
地

区
 

水
辺

環
境

整
備

 

①
-
4

旧
太

田
川

 
底

質
改

善
 

①
-
3

元
安

川
底

質
改

善

①
-
5

天
満

川
底

質
改

善

①
-
1

千
田

地
区

 
水

辺
環

境
整

備
 

整
備

目
的

：
水

辺
利

用
者

が
安

全
・

快
適

に
水

辺
空

間
が

利
用

で
き

る
よ

う
に

、
河

川
管

理
用

通
路

（
リ

バ
ー

ウ
ォ

ー
ク

）
整

備
、

底
質

改
善

を
行

う
。

現
状

と
課

題
：

太
田

川
市

内
派

川
の

元
安

川
、

天
満

川
、

旧
太

田
川

は
、

「
水

の
都

ひ
ろ

し
ま

」
の

中
心

部
と

し
て

地
域

住
民

が
愛

着
を

感
じ

て
い

る
だ

け
で

な
く

、
世

界
遺

産
で

あ
る

原
爆

ド
ー

ム
や

平
和

記
念

公
園

へ
世

界
各

地
よ

り
多

く
の

方
が

訪
れ

る
地

域
で

あ
る

。

し
か

し
水

辺
は

場
所

に
よ

っ
て

有
機

泥
が

堆
積

し
、

ま
た

水
辺

の
経

路
が

十
分

に
整

備
さ

れ
て

お
ら

ず
、

安
全

な
水

辺
利

用
が

で
き

な
い

。
整

備
内

容
：

河
川

管
理

用
通

路
、

底
質

改
善

事
業

費
：

6
7

4
百

万
円

①
【

水
辺

整
備

】
市

内
派

川
水

辺
環

境
整

備
H

2
0

～
（

実
施

中
）

①
-
1

千
田

地
区

水
辺

環
境

整
備

（
計

画
）

①
-
2

舟
入

・
基

町
地

区
水

辺
環

境
整

備
（

計
画

）
①

-
3

元
安

川
底

質
改

善
（

計
画

）
①

-
4

旧
太

田
川

底
質

改
善

H
2

0
～

H
2

3
①

-
5

天
満

川
底

質
改

善
H

2
4

～
H

2
6

4
-
1

．
整

備
内

容

原
爆

ド
ー

ム

水
辺

の
状

況

原
爆

ド
ー

ム

【
整

備
後

】

水
辺

沿
い

を
安

全
に

利
用

で
き

る

水
辺

の
状

況
（

河
川

管
理

用
通

路
整

備
の

例
）

原
爆

ド
ー

ム
前

よ
り

下
流

側
は

水
辺

を
通

行
で

き
な

い

事
業

の
効

果
・

整
備

さ
れ

た
河

川
管

理
用

通
路

を
利

用
し

て
、

安
全

な
水

辺
利

用
が

で
き

る
よ

う
に

な
る

。
・

底
質

の
改

善
に

よ
り

、
異

臭
の

軽
減

、
景

観
の

改
善

と
と

も
に

、
水

辺
へ

降
り

た
時

に
有

機
泥

に
足

を
と

ら
れ

る
こ

と
が

な
く

な
る

。

底
質

の
状

況

有
機

泥
が

堆
積

し
て

足
が

ヘ
ド

ロ
に

埋
ま

る

底
質

の
状

況

有
機

泥
が

減
り

、
足

が
ヘ

ド
ロ

に
埋

ま
ら

な
い

【
整

備
前

】

①
-
1

 千
田

地
区

水
辺

環
境

整
備

河
川

管
理

用
通

路

①
-
2

 舟
入

・
基

町
地

区
水

辺
環

境
整

備
河

川
管

理
用

通
路

①
-
3

 元
安

川
底

質
改

善
底

質
改

善

①
-
4

 旧
太

田
川

底
質

改
善

底
質

改
善

①
-
5

 天
満

川
底

質
改

善
底

質
改

善

事
業

内
容

事
業

名
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整
備

目
的

：
水

辺
利

用
者

の
利

便
性

の
向

上
、

安
全

な
移

動
及

び
河

川
巡

視
等

河
川

管
理

の
向

上
を

図
る

た
め

ア
ン

ダ
ー

パ
ス

の
整

備
を

行
う

。
現

状
と

課
題

：
古

川
は

、
都

市
域

の
中

で
自

然
と

触
れ

合
え

る
貴

重
な

空
間

と
し

て
多

く
の

地
域

住
民

に
利

用
さ

れ
て

い
る

。
堤

防
上

も
水

鳥
緑

道
と

し
て

広
島

市
に

よ
っ

て
整

備
が

な
さ

れ
て

い
る

が
、

昭
和

橋
（

国
道

5
4

号
）

に
お

い
て

水
辺

利
用

の
連

続
性

が
遮

断
さ

れ
て

い
た

。
整

備
内

容
：

ア
ン

ダ
ー

パ
ス

事
業

費
：

1
3

5
百

万
円

②
【

水
辺

整
備

】
完

了
箇

所
（

西
原

地
区

河
川

整
備

）
H

2
4

～
H

2
6

4
-
1

．
整

備
内

容
（

完
了

箇
所

評
価

）

【
整

備
前

】
【

整
備

後
】

河
川

利
用

者
が

河
川

内
で

移
動

で
き

な
い

昭
和

橋
ア

ン
ダ

ー
パ

ス
整

備
箇

所
の

状
況

古
川

昭
和

橋

国
道

5
4

号
昭

和
橋

古
川

国
道

5
4

号
（

昭
和

橋
）

の
状

況

交
差

す
る

国
道

５
４

号
に

横
断

歩
道

は
な

く
、

水
辺

利
用

の
連

続
性

が
遮

断
さ

れ
て

い
る

横
断

歩
道

が
な

い
横

断
歩

道

ア
ン

ダ
ー

パ
ス

河
川

沿
い

に
移

動
で

き
る

昭
和

橋
古

川

古
川

（
昭

和
橋

）
（

広
島

市
安

佐
南

区
）

 

西
区

東
区

安
佐

南
区

5
4

広
島

IC

山
陽

自
動

車
道

広
島
高

速

可
部
線

高
瀬
堰

古
川

芸 備 線

整
備

箇
所

事
業

の
効

果
・

ア
ン

ダ
ー

パ
ス

の
整

備
に

よ
り

低
水

路
部

の
河

川
巡

視
が

容
易

と
な

り
、

河
川

管
理

の
向

上
が

図
れ

る
。

・
整

備
箇

所
の

上
下

流
の

自
然

と
触

れ
合

え
る

水
辺

利
用

の
連

続
性

が
確

保
さ

れ
る

。
・

ア
ン

ダ
ー

パ
ス

を
利

用
す

る
こ

と
に

よ
り

、
道

路
を

横
断

す
る

こ
と

な
く

河
川

沿
い

を
安

全
に

移
動

で
き

る
。

昭
和

橋
ア

ン
ダ

ー
パ

ス
の

整
備

状
況

河
川

利
用

者
が

河
川

内
で

移
動

で
き

る

古
川昭

和
橋

ア
ン

ダ
ー

パ
ス

整
備

状
況

整
備

箇
所
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整
備

目
的

：
水

辺
利

用
者

が
安

全
に

水
辺

空
間

を
利

用
で

き
る

よ
う

に
、

護
岸

、
管

理
用

通
路

、
坂

路
、

管
理

用
階

段
の

整
備

を
行

う
。

現
状

と
課

題
：

事
業

箇
所

周
辺

は
、

中
国

縦
貫

自
動

車
道

戸
河

内
IC

等
が

整
備

さ
れ

「
安

芸
太

田
町

の
玄

関
口

」
と

な
っ

て
い

る
ほ

か
、

道
の

駅
「

来
夢

と
ご

う
ち

」
や

商
業

施
設

、
パ

ー
ク

＆
ラ

イ
ド

が
あ

り
、

安
芸

太
田

町
の

拠
点

と
な

っ
て

い
た

。
ま

た
、

事
業

箇
所

は
右

岸
側

か
ら

筒
賀

川
の

合
流

が
あ

る
に

も
か

か
わ

ら
ず

護
岸

が
未

整
備

、
ま

た
は

老
朽

化
が

見
ら

れ
る

状
況

で
あ

っ
た

。
川

沿
い

の
桜

広
場

で
の

花
見

や
水

遊
び

な
ど

、
水

辺
空

間
の

利
用

が
な

さ
れ

て
い

る
が

、
現

在
は

河
川

敷
に

雑
草

や
雑

木
が

繁
茂

す
る

な
ど

、
安

全
に

利
用

す
る

こ
と

が
で

き
な

か
っ

た
。

整
備

内
容

：
護

岸
、

坂
路

、
階

段
、

河
川

管
理

用
通

路
事

業
費

：
2

3
9

百
万

円

③
【

水
辺

整
備

】
完

了
箇

所
（

上
殿

地
区

環
境

整
備

）
H

2
1

～
H

2
3

4
-
1

．
整

備
内

容
（

完
了

箇
所

評
価

）

【
整

備
前

】
【

整
備

後
】

上
殿

地
区

事
業

の
効

果
・

雑
草

や
雑

木
が

繁
茂

し
て

い
る

水
辺

に
階

段
や

河
川

管
理

用
通

路
を

整
備

す
る

こ
と

に
よ

っ
て

、
安

全
に

水
辺

の
利

用
が

で
き

る
。

太
田

川

水
辺

の
状

況

雑
草

や
雑

木
の

繁
茂

等
に

よ
り

水
辺

に
近

づ
き

に
く

く
な

っ
て

い
た

1
8
6

1
8
6

戸
河
内
IC

1
9
1

1
9
1

滝
山

川

太
田

川

太 田 川

温
井

ダ
ム

龍
姫

湖

中
国
自
動
車
道

安
芸

太
田

町

１

整
備

箇
所

太
田

川

河
川

管
理

用
通

路
護

岸
階

段

水
辺

の
状

況

階
段

や
河

川
管

理
用

通
路

が
整

備
さ

れ
、

水
辺

に
近

づ
き

や
す

く
な

り
、

安
全

に
水

辺
の

利
用

が
で

き
る

よ
う

に
な

っ
た

整
備

箇
所

整
備

箇
所
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3
4
7

2
8
7

9
7

0

1
00

2
00

3
00

4
00

5
00

整
備
前

整
備
後

（
人
）

既
存
通

行
路

ア
ン
ダ
ー
パ
ス

3
4
7

Ａ
Ａ3
8
4

Ｂ

0

1
00

2
00

3
00

4
00

5
00

H
2
1

H
2
6

春・夏の利用者数（人）

・
事

業
実

施
箇

所
で

は
、

散
策

、
景

観
鑑

賞
、

環
境

学
習

・
体

験
の

場
、

地
域

振
興

の
た

め
の

利
用

が
な

さ
れ

て
い

る
。

・
2

箇
所

と
も

利
用

者
数

に
増

加
傾

向
が

見
ら

れ
る

。

出
典

：
河

川
水

辺
の

国
勢

調
査

空
間

利
用

実
態

調
査

（
春

と
夏

の
調

査
結

果
の

み
）

1
k
m

毎
の

河
川

利
用

者
数

の
集

計
か

ら
、

上
殿

地
区

に
該

当
す

る
箇

所
に

つ
い

て
、

春
と

夏
の

利
用

者
数

を
算

出
し

た
。

平
成

2
1

年
は

利
用

者
数

が
1

0
0

人
未

満
だ

っ
た

の
に

対
し

、
平

成
2

6
年

は
4

0
0

人
を

超
え

、
利

用
者

は
約

4
倍

に
増

え
て

い
る

。

水
辺

整
備

箇
所

の
利

用
状

況
②

西
原

地
区

河
川

整
備

・
ア

ン
ケ

ー
ト

調
査

で
は

、
各

回
答

者
の

整
備

に
対

す
る

支
払

意
思

額
を

確
認

し
た

が
、

整
備

効
果

の
実

数
を

把
握

す
る

た
め

、
河

川
水

辺
の

国
勢

調
査

（
空

間
利

用
実

態
調

査
）

（
春

と
夏

）
の

結
果

を
用

い
て

、
整

備
前

後
の

利
用

者
数

を
整

理
し

た
。

ま
た

、
整

備
前

後
の

通
行

量
の

調
査

を
実

施
し

た
。

③
上

殿
地

区
環

境
整

備
・

整
備

後
3

年
が

経
過

し
て

お
り

、
花

見
等

の
季

節
限

定
の

利
用

形
態

が
見

ら
れ

て
い

る
。

こ
の

た
め

、
河

川
水

辺
の

国
勢

調
査

（
空

間
利

用
実

態
調

査
）

（
春

と
夏

）
の

結
果

を
用

い
て

、
整

備
前

後
の

利
用

者
数

を
整

理
し

た
。

・
整

備
前

通
行

量
調

査
：

平
成

2
6

年
6

月
2

6
日

（
木

）
・

整
備

後
通

行
量

調
査

：
平

成
2

6
年

9
月

1
1

日
（

木
）

東
原
中

学
校

国道54号

アストラムライン

5
4

右
岸

左
岸 Ｂ

Ａ
（

ア
ン
ダ
ー

パ
ス
）

・
空

間
利

用
実

態
調

査
で

は
平

成
2

1
年

度
と

比
較

し
て

、
平

成
2

6
年

度
の

水
辺

利
用

者
が

約
2

倍
に

増
加

し
て

い
る

。
こ

れ
は

、
ア

ン
ダ

ー
パ

ス
の

整
備

に
よ

り
、

水
辺

の
連

続
性

が
確

保
さ

れ
た

こ
と

が
起

因
し

て
い

る
と

考
え

ら
れ

る
。

・
ア

ン
ダ

ー
パ

ス
が

整
備

さ
れ

た
右

岸
で

は
、

整
備

後
の

全
体

の
通

行
量

が
、

整
備

前
と

比
較

し
て

増
加

し
た

。

0

5
00

1
,0
0
0

1
,5
0
0

H
2
1

H
2
6

年間利用者数（人） 出
典

：
河

川
水

辺
の

国
勢

調
査

空
間

利
用

実
態

調
査

（
1

.0
～

2
.0

k
m

）
（

春
と

夏
の

調
査

結
果

の
み

）

4
-
1

．
整

備
内

容
（

完
了

箇
所

の
効

果
）
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4
-
2

．
費

用
対

効
果

分
析

調
査

範
囲

の
設

定
方

針
：

下
記

の
理

由
か

ら
前

回
調

査
時

（
H

2
2

）
結

果
を

踏
襲

す
る

。

①
前

回
調

査
範

囲
の

人
口

、
世

帯
数

や
、

事
業

箇
所

へ
の

ア
ク

セ
ス

が
改

善
さ

れ
る

道
路

整
備

等
、

流
域

や
近

隣
の

社
会

環
境

に
つ

い
て

、
前

回
調

査
を

実
施

し
た

平
成

2
2

年
度

か
ら

大
き

な
変

化
が

な
く

、
利

用
圏

域
が

大
き

く
変

化
し

て
い

な
い

と
考

え
ら

れ
る

こ
と

。

②
前

回
調

査
を

実
施

し
た

平
成

2
2

年
度

か
ら

整
備

内
容

に
大

き
な

変
更

が
な

い
こ

と
か

ら
、

住
民

の
認

知
度

等
に

対
す

る
考

え
方

が
変

化
し

て
い

な
い

と
考

え
ら

れ
る

こ
と

。

調
査

範
囲

の
設

定

C
V

M
（

住
民

ア
ン

ケ
ー

ト
に

よ
る

支
払

意
思

額
の

調
査

）

総
便

益
【

B
】

年
便

益
の

算
定

残
存

価
値

の
設

定

総
便

益
【

B
】

の
算

定

総
事

業
費

の
算

定

維
持

管
理

費
の

設
定

総
費

用
【

C
】

の
算

定

費
用

便
益

比
【

B
/
C

】
の

算
定

総
費

用
【

C
】

（
1

）
費

用
便

益
比

（
B

/
C

）
算

定
の

流
れ

【
水

辺
整

備
】

市
内

派
川

水
辺

環
境

整
備

西
原

地
区

河
川

整
備

T
C

M
（

住
民

ア
ン

ケ
ー

ト
に

よ
る

利
用

頻
度

、
旅

行
費

用
の

調
査

）

【
水

辺
整

備
】

上
殿

地
区

水
辺

環
境

整
備
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4
-
2

．
費

用
対

効
果

分
析

住
民

ア
ン

ケ
ー

ト
調

査
の

実
施

方
針

①
【

水
辺

整
備

】
市

内
派

川
水

辺
環

境
整

備
（

C
V

M
）

下
記

の
理

由
か

ら
今

回
、

住
民

ア
ン

ケ
ー

ト
調

査
を

実
施

し
、

今
回

評
価

の
便

益
算

定
を

行
う

。

・
前

回
評

価
時

か
ら

整
備

が
進

捗
し

て
お

り
、

残
事

業
費

が
変

化
し

て
い

る
こ

と
か

ら
、

適
正

に
再

評
価

を
実

施
す

る
必

要
が

あ
る

た
め

。

②
【

水
辺

整
備

】
西

原
地

区
河

川
整

備
（

C
V

M
）

③
【

水
辺

整
備

】
上

殿
地

区
環

境
整

備
（

T
C

M
）

下
記

の
理

由
か

ら
今

回
、

住
民

ア
ン

ケ
ー

ト
調

査
を

実
施

し
、

今
回

評
価

の
便

益
算

定
を

行
う

。

・
前

回
評

価
時

か
ら

整
備

が
完

了
し

て
お

り
、

事
業

費
が

確
定

し
た

こ
と

か
ら

、
適

正
に

再
評

価
を

実
施

す
る

必
要

が
あ

る
た

め
。

便
益

の
計

測

「
河

川
に

係
わ

る
環

境
整

備
の

経
済

評
価

の
手

引
き

H
2

2
.3

」
に

基
づ

き
、

評
価

を
行

っ
た

。

◆
C

V
M

（
仮

想
市

場
法

）
の

場
合

⇒
年

便
益

＝
1

世
帯

当
た

り
の

1
年

間
の

支
払

意
思

額
（

W
T

P
）

×
集

計
世

帯
数

◆
T

C
M

（
ト

ラ
ベ

ル
コ

ス
ト

法
）

の
場

合

⇒
整

備
前

後
の

利
用

頻
度

、
旅

行
費

用
の

需
要

曲
線

を
推

定
し

、
整

備
前

後
の

需
要

曲
線

の
差

分
を

年
便

益
（

消
費

者
余

剰
）

と
し

て
計

測
す

る
。
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・
郵

送
に

よ
る

ア
ン

ケ
ー

ト
を

実
施

。
（

平
成

2
6

年
8

月
に

ア
ン

ケ
ー

ト
を

実
施

）
・

当
事

業
を

実
施

す
る

こ
と

に
よ

る
効

果
を

提
示

し
、

整
備

を
行

う
た

め
の

支
払

い
意

思
額

（
W

T
P

）
を

問
う

。
・

得
ら

れ
た

有
効

回
答

か
ら

、
当

事
業

の
支

払
い

意
思

額
（

W
T

P
）

を
求

め
る

。
・

年
便

益
は

「
W

T
P

×
1

2
ヶ

月
×

受
益

世
帯

数
」

に
よ

り
算

定
。

事
業

を
実

施
し

た
場

合
と

実
施

し
な

い
場

合
の

効
果

を
提

示
し

、
毎

月
い

く
ら

支
払

っ
て

も
良

い
と

思
う

か
質

問
す

る

賛
成
率
(％

)

1
0
0

5
0 0
円

2
,0
０
０
円

◆
賛

成
率

曲
線

（
平

面
形

関
数

）
を

推
定

（
ア

ン
ケ

ー
ト

結
果

）
・

【
市

内
派

川
水

辺
環

境
整

備
（

全
体

事
業

）
】

（
再

評
価

）
支

払
い

意
思

額
（

W
T

P
）

＝
3

6
5

円
/
月

/
世

帯
、

受
益

世
帯

数
9

5
,8

5
2

世
帯

年
便

益
：

4
1

9
.5

百
万

円
（

＝
3

6
5

円
/
月

/
世

帯
×

１
２

ヶ
月

×
9

5
,8

5
2

世
帯

）

・
【

市
内

派
川

水
辺

環
境

整
備

（
残

事
業

）
】

（
再

評
価

）
支

払
い

意
思

額
（

W
T

P
）

＝
3

5
4

円
/
月

/
世

帯
、

受
益

世
帯

数
9

5
,8

5
2

世
帯

年
便

益
：

4
0

6
.7

百
万

円
（

＝
3

5
4

円
/
月

/
世

帯
×

１
２

ヶ
月

×
9

5
,8

5
2

世
帯

）

・
【

西
原

地
区

河
川

整
備

】
（

再
評

価
）

支
払

い
意

思
額

（
W

T
P

）
＝

2
2

0
円

/
月

/
世

帯
、

受
益

世
帯

数
1

2
9

,3
5

3
世

帯
年

便
益

：
3

4
2

.0
百

万
円

（
＝

2
2

0
円

/
月

/
世

帯
×

１
２

ヶ
月

×
1

2
9

,3
5

3
世

帯
）

4
-
2

．
費

用
対

効
果

分
析

（
回

答
記

入
例

）

負
担

金
の

金
額

１
．

月
に

5
0

円
(年

間
6

0
0

円
)な

ら
ば

、
１

．
賛

成
す

る
２

．
反

対
す

る

２
．

月
に

1
0

0
円

(年
間

1
,2

0
0

円
)な

ら
ば

、
１

．
賛

成
す

る
２

．
反

対
す

る

３
．

月
に

2
0

0
円

(年
間

2
,4

0
0

円
)な

ら
ば

、
１

．
賛

成
す

る
２

．
反

対
す

る

４
．

月
に

3
0

0
円

(年
間

3
,6

0
0

円
)な

ら
ば

、
１

．
賛

成
す

る
２

．
反

対
す

る

５
．

月
に

5
0

0
円

(年
間

6
,0

0
0

円
)な

ら
ば

、
１

．
賛

成
す

る
２

．
反

対
す

る

６
．

月
に

７
0

0
円

(年
間

８
,４

0
0

円
)な

ら
ば

、
１

．
賛

成
す

る
２

．
反

対
す

る

７
．

月
に

1
,0

0
0

円
(年

間
1

2
,0

0
0

円
)な

ら
ば

、
１

．
賛

成
す

る
２

．
反

対
す

る

８
．

月
に

1
,5

0
0

円
(年

間
1

8
,0

0
0

円
)な

ら
ば

、
１

．
賛

成
す

る
２

．
反

対
す

る

回
　

答
　

欄

配
布

数
回

収
数

回
収

率
有

効
回

答
数

有
効

回
答

率

市
内

派
川

水
辺

環
境

整
備

（
全

体
事

業
）

郵
送

2
,2

0
0

6
9

8
3

2
％

4
4

4
6

4
％

市
内

派
川

水
辺

環
境

整
備

（
残

事
業

）
郵

送
2

,2
0

0
6

9
8

3
2

％
4

5
2

6
5

％

西
原

地
区

河
川

整
備

郵
送

2
,8

0
0

9
7

8
3

5
％

4
8

7
5

0
％

■
①

【
水

辺
整

備
】

市
内

派
川

水
辺

環
境

整
備

（
C

V
M

）
⇒

 前
回

評
価

時
の

（
H

2
2

）
の

調
査

結
果

を
用

い
た

。
（

事
業

の
必

要
性

に
差

が
見

ら
れ

た
、

事
業

箇
所

か
ら

2
ｋ

ｍ
の

世
帯

を
対

象
。

）

■
②

【
水

辺
整

備
】

西
原

地
区

河
川

整
備

（
C

V
M

）
⇒

 前
回

評
価

時
（

H
2

2
）

の
調

査
結

果
を

用
い

た
。

（
事

業
箇

所
へ

の
交

通
手

段
及

び
事

業
箇

所
の

認
知

度
に

差
が

見
ら

れ
た

、
事

業
箇

所
か

ら
5

ｋ
ｍ

の
世

帯
を

対
象

。
）

（
2

）
調

査
範

囲
（

便
益

集
計

範
囲

）
の

設
定

C
V

M

C
V

M
（

住
民

ア
ン

ケ
ー

ト
に

よ
る

支
払

意
思

額
の

調
査

）
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T
C

M
（

住
民

ア
ン

ケ
ー

ト
に

よ
る

利
用

頻
度

、
旅

行
費

用
の

調
査

）
・

ア
ン

ケ
ー

ト
調

査
結

果
か

ら
利

用
者

の
来

訪
距

離
別

に
ゾ

ー
ン

を
設

定
。

（
平

成
2

6
年

8
月

に
ア

ン
ケ

ー
ト

を
実

施
）

・
ア

ン
ケ

ー
ト

調
査

結
果

か
ら

各
ゾ

ー
ン

ご
と

に
交

通
手

段
別

の
利

用
頻

度
、

旅
行

費
用

（
ト

ラ
ベ

ル
コ

ス
ト

）
を

算
定

。
・

整
備

前
後

の
需

要
関

数
を

求
め

、
そ

の
差

分
を

年
便

益
（

消
費

者
余

剰
）

と
す

る
。

・
郵

送
に

よ
る

ア
ン

ケ
ー

ト
を

実
施

。

◆
利

用
頻

度
と

ト
ラ

ベ
ル

コ
ス

ト
の

関
数

曲
線

を
用

い
て

、
ゾ

ー
ン

ご
と

に
仮

想
料

金
を

設
定

し
仮

想
料

金
ご

と
利

用
者

数
を

求
め

、
各

ゾ
ー

ン
の

総
和

に
よ

っ
て

得
ら

れ
た

値
に

よ
り

需
要

曲
線

（
需

要
関

数
）

を
推

計

【
水

辺
整

備
】

（
再

評
価

）
：

年
便

益
額

1
3

.5
百

万
円

①
残

存
価

値
の

設
定

事
業

完
成

後
5

0
年

経
過

時
点

で
の

事
業

箇
所

の
価

値
を

算
定

。

②
総

便
益

の
算

定
事

業
完

成
後

5
0

年
の

年
便

益
総

和
に

社
会

的
割

引
率

（
４

％
）

を
用

い
現

在
価

値
化

し
た

も
の

に
、

残
存

価
値

を
加

え
た

値
。

【
整

備
前

後
の

消
費

者
余

剰
（

単
年

度
便

益
）

を
算

定
】

上
殿

地
区

環
境

整
備

の
例

4
-
2

．
費

用
対

効
果

分
析

仮
想

料
金

（
円

）

利
用

者
数
（
人
）

10
00 50

0 0
10

0
20

0

２
曲

線
間

の
部

分
(斜

線
面

積
）

が
便

益
（

消
費

者
余

剰
）

整
備

後

整
備

前

配
布

数
回

収
数

回
収

率
有

効
回

答
数

有
効

回
答

率

上
殿

地
区

環
境

整
備

郵
送

2
,1

0
0

8
4

7
4

0
％

7
2

6
8

6
％

上
殿
地
区

ゾ
ー
ン

関
係
市
町
村

利
用
頻
度

旅
行
費
用

年
便
益

環
境
整
備

（
回

/
年
）

（
円
）

（
百
万
円
）

整
備
前

1
安
芸
太
田
町

1
.2

8
6

4
4

.4
2

廿
日
市
市
（
旧
吉
和
村
）

広
島
市
佐
伯
区
（
旧
湯
来
町
）

2
.9

3
2

3

3
北
広
島
町

0
.5

3
5

5

4
広
島
市
安
佐
南
区

0
.1

1
,6

4
0

整
備
後

1
安
芸
太
田
町

1
.9

8
7

5
7

.9
2

廿
日
市
市
（
旧
吉
和
村
）

広
島
市
佐
伯
区
（
旧
湯
来
町
）

3
.0

3
2

8

3
北
広
島
町

0
.4

3
6

2

4
広
島
市
安
佐
南
区

0
.2

1
,6

5
0

ア
ン

ケ
ー

ト
配

布
範

囲
（

便
益

集
計

範
囲

）
を

下
記

の
と

お
り

設
定

。
■

③
【

水
辺

整
備

】
上

殿
地

区
環

境
整

備
（

T
C

Ｍ
）

⇒
 前

回
評

価
時

（
H

2
2

）
の

調
査

結
果

を
用

い
た

。
（

利
用

者
が

確
認

さ
れ

て
い

る
２

市
２

町
を

対
象

。
）

（
3

）
調

査
範

囲
（

ア
ン

ケ
ー

ト
配

布
範

囲
＝

便
益

集
計

範
囲

）
の

設
定

T
C

M

【
利

用
実

態
を

踏
ま

え
て

ゾ
ー

ン
を

設
定

】

20
km

19



0
.5

0
.4

0
.3

0
.2

0
.1

0
.0

H20
H21
H22
H23
H24
H25
H26
H27
H28
H29
H30
H31
H32
H33
H34
H35
H36
H37
H38
H39
H40
H41
H42
H43
H44
H45
H46
H47
H48
H49
H50
H51
H52
H53
H54
H55
H56
H57
H58
H59
H60
H61
H62
H63
H64
H65
H66
H67
H68
H69
H70
H71
H72
H73
H74
H75
H76
H77
H78
H79
H80
H81
H82

（
百

万
円
）

費
用

C
（
維

持
管

理
費
）

費
用

C
（
現

在
価

値
化

）
維
持
管
理
費

4
00

2
000

2
00

4
00

6
00

8
00

1
,0
0
0

H20
H21
H22
H23
H24
H25
H26
H27
H28
H29
H30
H31
H32
H33
H34
H35
H36
H37
H38
H39
H40
H41
H42
H43
H44
H45
H46
H47
H48
H49
H50
H51
H52
H53
H54
H55
H56
H57
H58
H59
H60
H61
H62
H63
H64
H65
H66
H67
H68
H69
H70
H71
H72
H73
H74
H75
H76
H77
H78
H79
H80
H81
H82

（
百

万
円

）
便

益
B

費
用
C
（
事
業
費
）

費
用
C
（
維

持
管

理
費
）

費
用
C
（
現
在
価
値
化
）

便
益

B
（
現

在
価

値
化

）

年
便
益

事
業
費

（
4

）
費

用
便

益
比

（
B

/
C

）
の

算
出

方
法

【
便

益
の

整
理

】
・

評
価

期
間

中
に

発
現

す
る

便
益

を
社

会
的

割
引

率
（

4
%

）
で

割
り

引
い

た
上

で
集

計
・

評
価

期
間

後
に

生
じ

る
残

存
価

値
を

算
定

【
費

用
の

整
理

】
・

今
後

見
込

ま
れ

る
事

業
費

、
維

持
管

理
費

に
つ

い
て

は
社

会
的

割
引

率
（

4
%

）
に

よ
っ

て
割

り
引

い
た

上
で

集
計4

-
2

．
費

用
対

効
果

分
析

（
再

評
価

）

【
対

象
箇

所
】

水
辺

整
備

：
①

市
内

派
川

水
辺

環
境

整
備

、
②

西
原

地
区

河
川

整
備

、
③

上
殿

地
区

環
境

整
備

項
目

全
体
事
業

便
益

（
B

1
）

1
4

,7
9

7
百

万
円

残
存

価
値

（
B

2
）

1
4

百
万

円

総
便

益
（

B
=
B

1
+
B

2
）

1
4

,8
1

1
百

万
円

建
設

費
（

C
1

）
1

,0
4

9
百

万
円

維
持

管
理

費
（

C
2

）
5

百
万

円

総
費

用
（

C
=
C

1
+
C

2
）

1
,0

5
4

百
万

円

費
用

便
益

比
（

B
/
C

）
1

4
.1

【
全

体
事

業
】

維
持

管
理

費
拡

大

整
備

期
間

終
了

後
の

評
価

期
間

5
0

年
（

H
3

3
～

H
8

2
）

事
業

期
間

（
H

2
0

～
H

3
5

）

評
価

基
準

年
(H

2
6

)

整
備

期
間

（
H

2
0

～
H

3
2

）
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0
.5

0
.4

0
.3

0
.2

0
.1

0
.0

H20
H21
H22
H23
H24
H25
H26
H27
H28
H29
H30
H31
H32
H33
H34
H35
H36
H37
H38
H39
H40
H41
H42
H43
H44
H45
H46
H47
H48
H49
H50
H51
H52
H53
H54
H55
H56
H57
H58
H59
H60
H61
H62
H63
H64
H65
H66
H67
H68
H69
H70
H71
H72
H73
H74
H75
H76
H77
H78
H79
H80
H81
H82

（
百
万

円
）

費
用

C
（
維
持

管
理
費

）
費

用
C
（
現

在
価
値

化
）

維
持
管
理
費

3
00

2
00

1
00

0

1
00

2
00

3
00

4
00

5
00

6
00

7
00

H20
H21
H22
H23
H24
H25
H26
H27
H28
H29
H30
H31
H32
H33
H34
H35
H36
H37
H38
H39
H40
H41
H42
H43
H44
H45
H46
H47
H48
H49
H50
H51
H52
H53
H54
H55
H56
H57
H58
H59
H60
H61
H62
H63
H64
H65
H66
H67
H68
H69
H70
H71
H72
H73
H74
H75
H76
H77
H78
H79
H80
H81
H82

（
百
万
円
）

便
益
B

費
用
C
（
事
業
費

）
費

用
C
（
維
持
管

理
費
）

費
用
C
（
現
在

価
値
化

）
便
益

B
（
現
在
価

値
化

）

年
便
益

事
業

費
維

持
管
理

費

【
便

益
の

整
理

】
・

評
価

期
間

中
に

発
現

す
る

便
益

を
社

会
的

割
引

率
（

4
%

）
で

割
り

引
い

た
上

で
集

計
・

評
価

期
間

後
に

生
じ

る
残

存
価

値
を

算
定

【
費

用
の

整
理

】
・

今
後

見
込

ま
れ

る
事

業
費

、
維

持
管

理
費

に
つ

い
て

は
社

会
的

割
引

率
（

4
%

）
に

よ
っ

て
割

り
引

い
た

上
で

集
計4

-
2

．
費

用
対

効
果

分
析

（
再

評
価

）

【
対

象
箇

所
】

水
辺

整
備

：
①

市
内

派
川

水
辺

環
境

整
備

項
目

残
事
業

便
益

（
B

1
）

6
,9

0
5

百
万

円

残
存

価
値

（
B

2
）

5
百

万
円

総
便

益
（

B
=
B

1
+
B

2
）

6
,9

1
0

百
万

円

建
設

費
（

C
1

）
4

3
4

百
万

円

維
持

管
理

費
（

C
2

）
2

百
万

円

総
費

用
（

C
=
C

1
+
C

2
）

4
3

6
百

万
円

費
用

便
益

比
（

B
/
C

）
1

5
.8

整
備

期
間

終
了

後
の

評
価

期
間

5
0

年
（

H
3

3
～

H
8

2
）

事
業

期
間

（
H

2
7

～
H

3
5

）

評
価

基
準

年
(H

2
6

)

維
持

管
理

費
拡

大

【
残

事
業

】

整
備

期
間

（
H

2
7

～
H

3
2

）
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（
5

）
費

用
対

効
果

分
析

結
果

4
-
2

．
費

用
対

効
果

分
析

（
再

評
価

）

◇
総

便
益

評
価

期
間

を
事

業
完

成
後

5
0

年
間

と
し

、
現

在
価

値
化

を
行

っ
た

。

（
※

）
総

便
益

は
、

そ
れ

ぞ
れ

の
年

便
益

総
和

に
社

会
的

割
引

率
（

4
％

）
を

用
い

現
在

価
値

化
し

た
も

の
に

残
存

価
値

を
加

え
た

値
。

◇
総

費
用

（
※

）
総

費
用

は
、

総
事

業
費

に
5

0
ヶ

年
の

維
持

管
理

費
を

加
え

、
社

会
的

割
引

率
（

4
%

）
を

用
い

現
在

価
値

化
し

た
値

。
（

※
）

維
持

管
理

費
は

、
実

績
を

基
に

設
定

し
た

。

◇
費

用
便

益
比

（
B

/
C

）

再
評

価
全

体
事

業
残

事
業

【
事

業
全

体
（

水
辺

整
備

）
】

1
4

,8
1

1
百

万
円

6
,9

1
0

百
万

円

再
評

価
全

体
事

業
残

事
業

【
事

業
全

体
（

水
辺

整
備

）
】

1
,0

5
4

百
万

円
4

3
6

百
万

円

再
評

価
全

体
事

業
残

事
業

【
事

業
全

体
（

水
辺

整
備

）
】

1
4

.1
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

1
5

.8

22



１
）

事
業

を
巡

る
社

会
経

済
情

勢
等

の
変

化

・
流

域
内

の
人

口
は

都
市

部
で

は
今

後
も

大
き

な
減

少
は

な
い

が
、

中
山

間
地

で
は

過
疎

化
、

高
齢

化
に

よ
り

大
き

な
減

少
が

見
込

ま
れ

て
い

る
。

・
整

備
個

所
は

観
光

地
の

他
、

散
策

等
の

健
康

増
進

の
場

、
水

に
親

し
む

場
と

し
て

多
く

の
住

民
に

利
用

さ
れ

て
お

り
、

よ
り

安
全

に
水

辺
が

利
用

で
き

る
よ

う
な

整
備

が
望

ま
れ

て
い

る
。

4
-
3

．
今

後
の

対
応

方
針

（
原

案
）

（
再

評
価

）

②
事

業
の

進
捗

の
見

込
み

の
視

点

《
①

市
内

派
川

水
辺

環
境

整
備

》

・
広

島
市

は
、

「
か

わ
ま

ち
づ

く
り

」
支

援
制

度
の

登
録

を
受

け
、

地
元

や
関

係
機

関
の

意
見

を
取

り
入

れ
な

が
ら

事
業

を
進

め
て

い
る

。

・
基

町
地

区
を

含
む

下
流

デ
ル

タ
域

は
河

川
管

理
者

（
国

・
県

）
、

広
島

市
、

市
民

等
か

ら
な

る
「

水
の

都
ひ

ろ
し

ま
推

進
協

議
会

」
で

協
議

し
な

が
ら

、
水

辺
整

備
を

進
め

て
い

る
。

③
コ

ス
ト

縮
減

や
代

替
案

立
案

の
可

能
性

・
水

辺
整

備
に

あ
た

っ
て

は
、

近
隣

の
別

工
事

で
発

生
す

る
土

砂
を

盛
土

等
へ

流
用

す
る

こ
と

に
よ

り
コ

ス
ト

の
縮

減
を

図
る

。

・
除

草
作

業
や

清
掃

な
ど

に
つ

い
て

地
元

と
協

力
体

制
を

確
立

す
る

こ
と

で
、

コ
ス

ト
の

縮
減

を
図

る
。

・
事

業
の

進
捗

状
況

、
費

用
対

効
果

を
鑑

み
、

継
続

実
施

が
妥

当
で

あ
り

、
現

状
で

の
代

替
案

を
検

討
す

る
必

要
が

な
い

と
考

え
て

い
る

。

（
1

）
再

評
価

の
視

点
①

事
業

の
必

要
性

等
の

視
点

２
）

事
業

の
投

資
効

果

３
）

事
業

の
進

捗
状

況

・
費

用
便

益
比

全
体

事
業

（
B

／
C

) 
1

4
.1

残
事

業
（

B
／

C
）

1
5

.8

・
【

水
辺

整
備

】
《

①
市

内
派

川
水

辺
環

境
整

備
》

事
業

の
進

捗
率

は
2

5
％

で
あ

る
。

（
総

事
業

費
6

.7
億

円
の

う
ち

、
整

備
済

み
は

1
.7

億
円

）

（
2

）
県

へ
の

意
見

照
会

結
果

・
広

島
県

：
異

存
は

あ
り

ま
せ

ん
。

【
継

続
】

【
今

後
の

対
応

方
針

（
原

案
）

】

・
以

上
か

ら
、

事
業

の
必

要
性

、
重

要
性

は
変

わ
ら

な
い

と
考

え
ら

れ
る

た
め

、
事

業
継

続
が

妥
当

で
あ

る
。

・
今

後
の

事
業

実
施

に
あ

た
っ

て
は

、
地

域
と

の
協

力
体

制
を

確
立

す
る

と
と

も
に

、
新

技
術

･
新

工
法

等
を

活
用

し
、

コ
ス

ト
縮

減
に

引
き

続
き

取
り

組
み

、
効

率
的

か
つ

効
果

的
な

事
業

の
執

行
に

努
め

る
。
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0
.5

0
.4

0
.3

0
.2

0
.1

0
.0

H20
H21
H22
H23
H24
H25
H26
H27
H28
H29
H30
H31
H32
H33
H34
H35
H36
H37
H38
H39
H40
H41
H42
H43
H44
H45
H46
H47
H48
H49
H50
H51
H52
H53
H54
H55
H56
H57
H58
H59
H60
H61
H62
H63
H64
H65
H66
H67
H68
H69
H70
H71
H72
H73
H74
H75
H76

（
百

万
円

）

費
用
C
（
維
持

管
理

費
）

費
用
C
（
現
在

価
値

化
）

維
持

管
理

費

4
00

2
000

2
00

4
00

6
00

8
00

1
,0
0
0

H20
H21
H22
H23
H24
H25
H26
H27
H28
H29
H30
H31
H32
H33
H34
H35
H36
H37
H38
H39
H40
H41
H42
H43
H44
H45
H46
H47
H48
H49
H50
H51
H52
H53
H54
H55
H56
H57
H58
H59
H60
H61
H62
H63
H64
H65
H66
H67
H68
H69
H70
H71
H72
H73
H74
H75
H76

（百
万

円
）

便
益

B
費

用
C
（
事

業
費

）
費

用
C
（
維

持
管

理
費
）

費
用

C
（
現

在
価

値
化

）
便

益
B
（
現

在
価

値
化

）

年
便

益

事
業

費
維

持
管
理

費

（
1

）
費

用
便

益
比

（
B

/
C

）
の

算
出

方
法

【
便

益
の

整
理

】
・

評
価

期
間

中
に

発
現

す
る

便
益

を
社

会
的

割
引

率
（

4
%

）
で

割
り

引
い

た
上

で
集

計
・

評
価

期
間

後
に

生
じ

る
残

存
価

値
を

算
定

【
費

用
の

整
理

】
・

今
後

見
込

ま
れ

る
事

業
費

、
維

持
管

理
費

に
つ

い
て

は
社

会
的

割
引

率
（

4
%

）
に

よ
っ

て
割

り
引

い
た

上
で

集
計

5
-
1

．
費

用
対

効
果

分
析

（
完

了
箇

所
評

価
）

項
目

完
了
箇
所
評
価

便
益

（
B

1
）

7
,6

7
4

百
万

円

残
存

価
値

（
B

2
）

4
百

万
円

総
便

益
（

B
=
B

1
+
B

2
）

7
.,6

7
7

百
万

円

建
設

費
（

C
1

）
4

1
6

百
万

円

維
持

管
理

費
（

C
2

）
3

百
万

円

総
費

用
（

C
=
C

1
+
C

2
）

4
1

9
百

万
円

費
用

便
益

比
（

B
/
C

）
1

8
.3

整
備

期
間

終
了

後
の

評
価

期
間

5
0

年
（

H
2

7
～

H
7

6
）

事
業

期
間

（
H

2
1

～
H

2
6

）

評
価

基
準

年
(H

2
6

)

維
持

管
理

費
拡

大

整
備

期
間

（
H

2
1

～
H

2
6

）

【
対

象
箇

所
】

水
辺

整
備

：
②

西
原

地
区

河
川

整
備

、
③

上
殿

地
区

環
境

整
備
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（
2

）
費

用
対

効
果

分
析

結
果

5
-
2

．
費

用
対

効
果

分
析

（
完

了
箇

所
評

価
）

◇
総

便
益

評
価

期
間

を
事

業
完

成
後

5
0

年
間

と
し

、
現

在
価

値
化

を
行

っ
た

。

（
※

）
総

便
益

は
、

そ
れ

ぞ
れ

の
年

便
益

総
和

に
社

会
的

割
引

率
（

4
％

）
を

用
い

現
在

価
値

化
し

た
も

の
に

残
存

価
値

を
加

え
た

値
。

◇
総

費
用

（
※

）
総

費
用

は
、

総
事

業
費

に
5

0
ヶ

年
の

維
持

管
理

費
を

加
え

、
社

会
的

割
引

率
（

4
%

）
を

用
い

現
在

価
値

化
し

た
値

。
（

※
）

維
持

管
理

費
は

、
実

績
を

基
に

設
定

し
た

。

◇
費

用
便

益
比

（
B

/
C

）

完
了

箇
所

評
価

全
体

事
業

・
【

水
辺

整
備

】
7

,6
7

7
百

万
円

完
了

箇
所

評
価

全
体

事
業

・
【

水
辺

整
備

】
4

1
9

百
万

円

完
了

箇
所

評
価

全
体

事
業

・
【

水
辺

整
備

】
1

8
.3
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【
水

辺
整

備
】

《
西

原
地

区
河

川
整

備
》

通
勤

・
通

学
の

通
り

道
と

し
て

だ
け

で
な

く
、

散
策

等
の

日
常

利
用

に
お

い
て

も
昭

和
橋

の
ア

ン
ダ

ー
パ

ス
が

利
用

さ
れ

て
い

る
。

《
上

殿
地

区
水

辺
環

境
整

備
》

散
策

等
の

日
常

利
用

の
他

、
花

見
や

レ
ク

リ
エ

ー
シ

ョ
ン

等
に

利
用

さ
れ

て
い

る
。

①
事

業
の

効
果

の
発

現
状

況

5
-
3

．
今

後
の

対
応

方
針

（
案

）
（

完
了

箇
所

評
価

）

（
2

）
事

後
評

価
に

準
ず

る
完

了
箇

所
評

価
の

視
点

②
事

業
実

施
に

よ
る

環
境

の
変

化

③
社

会
経

済
情

勢
等

の
変

化

・
西

原
地

区
は

、
周

辺
が

住
宅

地
で

あ
り

、
ア

ン
ダ

ー
パ

ス
の

利
用

に
よ

り
、

通
勤

・
通

学
等

の
利

用
性

の
向

上
が

見
ら

れ
る

。
・

上
殿

地
区

は
、

水
辺

整
備

に
よ

り
、

水
辺

利
用

者
の

利
用

向
上

が
見

ら
れ

る
。

・
流

域
内

の
人

口
は

都
市

部
で

は
今

後
も

大
き

な
減

少
は

な
い

が
、

中
山

間
地

で
は

過
疎

化
、

高
齢

化
に

よ
り

大
き

な
減

少
が

見
込

ま
れ

て
い

る
。

【
今

後
の

対
応

方
針

（
案

）
】

本
事

業
は

十
分

な
事

業
効

果
を

発
揮

し
て

お
り

、
今

後
と

も
地

域
住

民
等

に
よ

る
多

様
な

水
辺

の
利

用
が

見
込

ま
れ

る
こ

と
か

ら
、

今
後

は
個

別
箇

所
と

し
て

の
評

価
を

実
施

す
る

必
要

は
な

い
。

ま
た

、
事

業
目

的
に

見
合

っ
た

事
業

効
果

の
発

現
が

確
認

さ
れ

た
こ

と
か

ら
、

今
後

の
改

善
措

置
の

必
要

性
は

な
い

。

（
１

）
事

業
の

効
果

の
発

現
状

況

・
西

原
地

区
昭

和
橋

ア
ン

ダ
ー

パ
ス

の
利

用

ア
ン

ダ
ー

パ
ス

の
整

備
に

よ
り

低
水

路
部

の
河

川
巡

視
が

容
易

と
な

り
、

河
川

管
理

の
向

上
の

ほ
か

、
水

辺
利

用
の

連
続

性
が

確
保

さ
れ

、
散

策
等

の
日

常
利

用
に

お
い

て
も

安
全

に
水

辺
が

利
用

さ
れ

て
い

る
。

・
上

殿
地

区
の

利
用

河
川

管
理

用
通

路
の

整
備

に
よ

り
、

河
川

管
理

の
向

上
の

ほ
か

、
散

策
や

花
見

等
に

お
い

て
も

安
全

に
水

辺
が

利
用

さ
れ

て
い

る
。
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費
用

便
益

比
総

括
表

太
田

川
水

系
環

境
整

備
事

業【
参

考
】

費
用

対
効

果
分

析

※
総

費
用

は
、

総
事

業
費

に
5

0
ヵ

年
の

維
持

管
理

費
を

加
え

、
社

会
的

割
引

率
（

4
％

）
を

用
い

現
在

価
値

化
し

た
値

。

※
維

持
管

理
費

は
、

実
績

費
用

等
を

基
に

算
定

し
た

。

※
総

便
益

は
、

そ
れ

ぞ
れ

の
年

便
益

総
和

に
、

社
会

的
割

引
率

（
4

％
）

を
用

い
現

在
価

値
化

し
た

も
の

に
残

存
価

値
を

加
え

た
値

。

金
額

単
位

：
百

万
円

項
目

再
評

価
（

完
了

箇
所

評
価

を
含

む
）

完
了

箇
所

評
価

事
業

全
体

残
事

業
全

体
事

業

費
用

（
C

）
1

,0
5

4
4

3
6

4
1

9

建
設

費
1

,0
4

9
4

3
4

4
1

6

維
持

管
理

費
5

2
3

便
益

（
B
）

1
4

,8
1

1
6

,9
1

0
7

,6
7

7

便
益

1
4

,7
9

7
6

,9
0

5
7

,6
7

4

残
存

価
値

1
4

5
4

費
用

便
益

比
（
B
/
C

）
1

4
.1

1
5

.8
1

8
.3

27



前
回

評
価

時
と

の
比

較
表

【
参

考
】

前
回

評
価

時
と

の
比

較

事
項

前
回

評
価

今
回

評
価

（
H
2
2
新

規
事

業
評

価
）

（
H
2
6
再

評
価

）

事
業

諸
元

及
び

事
業

期
間

【
水

辺
整

備
】

①
-
1

基
町

地
区

環
境

整
備

（
計

画
中

）
管

理
用

通
路

①
-
2

基
町

地
区

河
川

管
理

用
通

路
（

計
画

中
）

管
理

用
通

路

①
-
3

元
安

川
底

質
改

善
（

計
画

中
）

底
質

改
善

①
-
4

旧
太

田
川

底
質

改
善

（
H

2
0

～
2

3
年

度
）

底
質

改
善

①
-
5

天
満

川
底

質
改

善
（

計
画

中
）

底
質

改
善

②
西

原
地

区
河

川
整

備
（

計
画

中
）

ア
ン

ダ
ー

パ
ス

(管
理

用
通

路
)

③
上

殿
地

区
環

境
整

備
（

H
2

1
～

2
3

年
度

）
護

岸
、

管
理

用
通

路
、

坂
路

、
管

理
用

階
段

【
水

辺
整

備
】

①
-
1

千
田

地
区

水
辺

環
境

整
備

（
計

画
中

）
河

川
管

理
用

通
路

①
-
2

舟
入

・
基

町
地

区
水

辺
環

境
整

備
（

計
画

中
）

河
川

管
理

用
通

路

①
-
3

元
安

川
底

質
改

善
（

計
画

中
）

底
質

改
善

①
-
4

旧
太

田
川

底
質

改
善

（
H

2
0

～
2

3
年

度
）

底
質

改
善

①
-
5

天
満

川
底

質
改

善
（

H
2

4
～

H
2

6
年

度
）

底
質

改
善

②
西

原
地

区
河

川
整

備
（

H
2

4
～

H
2

6
年

度
）

ア
ン

ダ
ー

パ
ス

(管
理

用
通

路
)

③
上

殿
地

区
環

境
整

備
（

H
2

1
～

2
3

年
度

）
護

岸
、

河
川

管
理

用
通

路
、

坂
路

、
階

段

総
事

業
費

1
,0

3
1

百
万

円
1

,0
4

7
百

万
円

総
費

用
（

C
）

9
8

4
百

万
円

1
,0

5
4

百
万

円

総
便

益
（

B
）

1
3

,4
7

0
百

万
円

1
4

,8
1

1
百

万
円

費
用

対
効

果
（

B
/
C）

1
3

.7
1

4
.1

※
青

字
で

記
し

た
事

業
は

、
既

に
事

業
が

終
了

し
て

い
る

完
了

箇
所

評
価

を
示

す
。
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【
参

考
】

感
度

分
析

（
再

評
価

）

・
参

考
と

し
て

残
事

業
費

、
残

工
期

、
便

益
を

個
別

に
±

1
0

%
変

動
さ

せ
て

、
費

用
便

益
比

（
B

/
C

）
を

算
定

し
、

感
度

分
析

を
行

っ
た

。 項
目

基
本

残
事

業
費

残
工

期
便

益

＋
１
０
％

－
１
０
％

＋
１
０
％

－
１
０
％

＋
１
０
％

－
１
０
％

全
体

事
業

費
用

便
益

比
（
B
/
C

）
1

4
.1

1
3

.5
1

4
.7

1
4

.0
1

4
.2

1
5

.5
1

2
.6

残
事

業
費

用
便

益
比

（
B
/
C

）
1

5
.8

1
4

.4
1

7
.6

1
5

.7
1

6
.3

1
7

.4
1

4
.3

＜
Ｂ

／
Ｃ

算
定

ケ
ー

ス
（

基
本

１
ケ

ー
ス

、
感

度
分

析
６

ケ
ー

ス
＞
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【
参

考
】

観
光

客
の

便
益

を
加

え
た

費
用

対
効

果
（

再
評

価
）

市
内

派
川

水
辺

環
境

整
備

の
事

業
評

価
は

、
周

辺
住

民
（

整
備

箇
所

よ
り

2
k
m

）
を

対
象

と
し

た
ア

ン
ケ

ー
ト

結
果

よ
り

、
C

V
M

法
で

評
価

し
て

い
る

。
一

方
、

整
備

箇
所

周
辺

の
原

爆
ド

ー
ム

や
平

和
記

念
公

園
は

毎
年

多
く

の
観

光
客

が
訪

れ
て

お
り

、
訪

れ
る

観
光

客
も

受
益

対
象

と
考

え
ら

れ
る

。
参

考
と

し
て

、
観

光
客

を
対

象
と

し
た

ア
ン

ケ
ー

ト
調

査
を

実
施

し
、

そ
の

結
果

か
ら

C
V

M
法

に
よ

り
便

益
を

算
出

し
た

。

【
観

光
客

へ
の

ア
ン

ケ
ー

ト
方

法
】

・
ア

ン
ケ

ー
ト

は
、

全
国

（
広

島
市

を
除

く
）

か
ら

多
く

の
回

答
（

有
効

回
答

数
約

4
0

0
票

）
を

集
め

る
こ

と
が

必
要

で
あ

り
、

ま
た

、
原

爆
ド

ー
ム

周
辺

を
観

光
で

訪
れ

た
こ

と
が

あ
る

人
に

対
し

て
の

み
、

質
問

を
行

う
必

要
が

あ
る

こ
と

か
ら

、
W

E
B

に
よ

り
ア

ン
ケ

ー
ト

調
査

を
実

施
し

た
。

・
W

E
B

ア
ン

ケ
ー

ト
で

は
、

予
備

調
査

と
し

て
、

原
爆

ド
ー

ム
周

辺
を

観
光

で
訪

れ
た

こ
と

が
あ

る
か

ど
う

か
確

認
し

た
上

で
、

訪
れ

た
こ

と
が

あ
る

と
回

答
し

た
人

の
み

、
地

元
住

民
へ

の
本

ア
ン

ケ
ー

ト
と

同
様

に
支

払
意

思
額

を
質

問
し

た
。

観
光

客
の

便
益

を
加

え
た

費
用

対
効

果

（
ア

ン
ケ

ー
ト

結
果

）
・

観
光

客
の

支
払

い
意

思
額

（
W

T
P

）
＝

2
3

0
円

/
訪

問
1

回
あ

た
り

・
観

光
客

数
1

2
8

万
人

/
年

（
平

和
祈

念
資

料
館

の
年

間
来

館
者

数
）

年
便

益
：

2
9

4
.4

百
万

円
（

＝
2

3
0

円
/
回

×
1

2
8

万
人

）

金
額

単
位

：
百

万
円

項
目

再
評

価
（

完
了

箇
所

評
価

を
含

む
）

事
業

全
体

事
業

全
体

（
市

内
派

川
水

辺
環

境
整

備
の

観
光

客
便

益
を

追
加

）

費
用

（
C

）
1

,0
5

4
1

,0
5

4

建
設

費
1

,0
4

9
1

,0
4

9

維
持

管
理

費
5

5

便
益

（
B
）

1
4

,8
1

1
1

9
,8

0
9

便
益

1
4
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（再評価）

太田川総合水系環境整備事業

〔費用便益比（B／C）算定等資料〕
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（再評価）

太田川総合水系環境整備事業

〔費用便益比（B／C）算定等資料〕

（水系全体）
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（様式－１）
【概要】

水系・河川名 太田川水系太田川

事業名 太田川総合水系環境整備事業

事業主体 太田川河川事務所

関係自治体

事業期間 2008年度～2023年度（平成20年度～平成35年度）

基準（評価）年度 2014年度（平成26年度）

【費用】

事業費 維持管理費 合計

単純合計（実質合計） 1,047百万円 14百万円 1,061百万円

基準年における現在価値
合計（Ｃ）

1,049百万円 5百万円 1,054百万円

【便益】

便益

供用年度 2021年度（平成33年度）

供用年度の単年度便益
（実質価格）

775百万円

残存価値 14百万円

基準年における現在価値
合計（Ｂ）

14,811百万円

【費用便益分析結果】

費用便益費（ＣＢＲ） 14.1

純現在価値（ＮＰＶ） 13,757百万円

経済的内部収益率（ＥＩＲＲ） 29.6%

広島市、廿日市市、山県郡安芸太田町、北広島町
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水系全体　全体事業 （様式－２）
【費用便益算定シート】

基準（評価）年度 2014年（H26）

供用年度 2012年（H24）

社会的割引率 4%

年度 便益：Ｂ 費用：Ｃ

便益① 残存価値② 計 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 元号 西暦 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 ①+② 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-6 H20 2008 0.974 1.265 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 67.0 65.3 82.6 0.0 0.0 0.0 67.0 65.3 82.6

-5 H21 2009 1.005 1.217 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45.8 46.0 56.0 0.0 0.0 0.0 45.8 46.0 56.0

-4 H22 2010 1.004 1.170 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 133.0 133.5 156.2 0.0 0.0 0.0 133.0 133.5 156.2

-3 H23 2011 0.991 1.125 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 99.9 99.0 111.4 0.0 0.0 0.0 99.9 99.0 111.4

-2 H24 2012 1.000 1.082 13.5 13.5 14.6 0.0 14.6 69.3 69.3 75.0 0.0 0.0 0.0 69.3 69.3 75.0

-1 H25 2013 1.000 1.040 13.5 13.5 14.0 0.0 14.0 102.0 102.0 106.1 0.0 0.0 0.0 102.0 102.0 106.1

0 H26 2014 1.000 1.000 13.5 13.5 13.5 0.0 13.5 27.3 27.3 27.3 0.0 0.0 0.0 27.3 27.3 27.3

1 H27 2015 1.000 0.962 355.5 355.5 342.0 0.0 342.0 30.0 30.0 28.9 0.1 0.1 0.1 30.1 30.1 29.0

2 H28 2016 1.000 0.925 355.5 355.5 328.8 0.0 328.8 71.5 71.5 66.1 0.1 0.1 0.1 71.6 71.6 66.2

3 H29 2017 1.000 0.889 355.5 355.5 316.0 0.0 316.0 120.6 120.6 107.2 0.1 0.1 0.1 120.7 120.7 107.3

4 H30 2018 1.000 0.855 355.5 355.5 304.0 0.0 304.0 117.4 117.4 100.4 0.1 0.1 0.1 117.5 117.5 100.5

5 H31 2019 1.000 0.822 355.5 355.5 292.2 0.0 292.2 104.1 104.1 85.6 0.1 0.1 0.1 104.2 104.2 85.7

6 H32 2020 1.000 0.790 355.5 355.5 280.8 0.0 280.8 49.2 49.2 38.9 0.1 0.1 0.1 49.3 49.3 39.0

7 H33 2021 1.000 0.760 775.0 775.0 589.0 0.0 589.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2

8 H34 2022 1.000 0.731 775.0 775.0 566.5 0.0 566.5 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2

9 H35 2023 1.000 0.703 775.0 775.0 544.8 0.0 544.8 9.9 9.9 7.0 0.3 0.3 0.2 10.2 10.2 7.2

10 H36 2024 1.000 0.676 775.0 775.0 523.9 0.0 523.9 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2

11 H37 2025 1.000 0.650 775.0 775.0 503.8 0.0 503.8 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2

12 H38 2026 1.000 0.625 775.0 775.0 484.4 0.0 484.4 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2

13 H39 2027 1.000 0.601 775.0 775.0 465.8 0.0 465.8 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2

14 H40 2028 1.000 0.577 775.0 775.0 447.2 0.0 447.2 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2

15 H41 2029 1.000 0.555 775.0 775.0 430.1 0.0 430.1 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.1 0.3 0.3 0.1

16 H42 2030 1.000 0.534 775.0 775.0 413.9 0.0 413.9 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.1 0.3 0.3 0.1

17 H43 2031 1.000 0.513 775.0 775.0 397.6 0.0 397.6 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.1 0.3 0.3 0.1

18 H44 2032 1.000 0.494 775.0 775.0 382.9 0.0 382.9 0.0 0.0 0.3 0.3 0.1 0.3 0.3 0.1

19 H45 2033 1.000 0.475 775.0 775.0 368.1 0.0 368.1 0.0 0.0 0.3 0.3 0.1 0.3 0.3 0.1

20 H46 2034 1.000 0.456 775.0 775.0 353.4 0.0 353.4 0.0 0.0 0.3 0.3 0.1 0.3 0.3 0.1

21 H47 2035 1.000 0.439 775.0 775.0 340.2 0.0 340.2 0.0 0.0 0.3 0.3 0.1 0.3 0.3 0.1

22 H48 2036 1.000 0.422 775.0 775.0 327.1 0.0 327.1 0.0 0.0 0.3 0.3 0.1 0.3 0.3 0.1

23 H49 2037 1.000 0.406 775.0 775.0 314.7 0.0 314.7 0.0 0.0 0.3 0.3 0.1 0.3 0.3 0.1

24 H50 2038 1.000 0.390 775.0 775.0 302.3 0.0 302.3 0.0 0.0 0.3 0.3 0.1 0.3 0.3 0.1

25 H51 2039 1.000 0.375 775.0 775.0 290.6 0.0 290.6 0.0 0.0 0.3 0.3 0.1 0.3 0.3 0.1

26 H52 2040 1.000 0.361 775.0 775.0 279.8 0.0 279.8 0.0 0.0 0.3 0.3 0.1 0.3 0.3 0.1

27 H53 2041 1.000 0.347 775.0 775.0 268.9 0.0 268.9 0.0 0.0 0.3 0.3 0.1 0.3 0.3 0.1

28 H54 2042 1.000 0.333 775.0 775.0 258.1 0.0 258.1 0.0 0.0 0.3 0.3 0.1 0.3 0.3 0.1

29 H55 2043 1.000 0.321 775.0 775.0 248.8 0.0 248.8 0.0 0.0 0.3 0.3 0.1 0.3 0.3 0.1

30 H56 2044 1.000 0.308 775.0 775.0 238.7 0.0 238.7 0.0 0.0 0.3 0.3 0.1 0.3 0.3 0.1

31 H57 2045 1.000 0.296 775.0 775.0 229.4 0.0 229.4 0.0 0.0 0.3 0.3 0.1 0.3 0.3 0.1

32 H58 2046 1.000 0.285 775.0 775.0 220.9 0.0 220.9 0.0 0.0 0.3 0.3 0.1 0.3 0.3 0.1

33 H59 2047 1.000 0.274 775.0 775.0 212.4 0.0 212.4 0.0 0.0 0.3 0.3 0.1 0.3 0.3 0.1

34 H60 2048 1.000 0.264 775.0 775.0 204.6 0.0 204.6 0.0 0.0 0.3 0.3 0.1 0.3 0.3 0.1

35 H61 2049 1.000 0.253 775.0 775.0 196.1 0.0 196.1 0.0 0.0 0.3 0.3 0.1 0.3 0.3 0.1

36 H62 2050 1.000 0.244 775.0 775.0 189.1 0.0 189.1 0.0 0.0 0.3 0.3 0.1 0.3 0.3 0.1

37 H63 2051 1.000 0.234 775.0 775.0 181.4 0.0 181.4 0.0 0.0 0.3 0.3 0.1 0.3 0.3 0.1

38 H64 2052 1.000 0.225 775.0 775.0 174.4 0.0 174.4 0.0 0.0 0.3 0.3 0.1 0.3 0.3 0.1

39 H65 2053 1.000 0.217 775.0 775.0 168.2 0.0 168.2 0.0 0.0 0.3 0.3 0.1 0.3 0.3 0.1

40 H66 2054 1.000 0.208 775.0 775.0 161.2 0.0 161.2 0.0 0.0 0.3 0.3 0.1 0.3 0.3 0.1

41 H67 2055 1.000 0.200 775.0 775.0 155.0 0.0 155.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.1 0.3 0.3 0.1

42 H68 2056 1.000 0.193 775.0 775.0 149.6 0.0 149.6 0.0 0.0 0.3 0.3 0.1 0.3 0.3 0.1

43 H69 2057 1.000 0.185 775.0 775.0 143.4 0.0 143.4 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.3 0.3 0.0

44 H70 2058 1.000 0.178 775.0 775.0 138.0 0.0 138.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.3 0.3 0.0

45 H71 2059 1.000 0.171 775.0 775.0 132.5 0.0 132.5 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.3 0.3 0.0

46 H72 2060 1.000 0.165 775.0 775.0 127.9 0.0 127.9 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.3 0.3 0.0

47 H73 2061 1.000 0.158 775.0 775.0 122.5 1.9 124.4 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.3 0.3 0.0

48 H74 2062 1.000 0.152 761.5 761.5 115.7 0.0 115.7 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0

49 H75 2063 1.000 0.146 761.5 761.5 111.2 0.0 111.2 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0

50 H76 2064 1.000 0.141 761.5 761.5 107.4 1.8 109.2 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0

51 H77 2065 1.000 0.135 419.5 419.5 56.6 0.0 56.6 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

52 H78 2066 1.000 0.130 419.5 419.5 54.5 0.0 54.5 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

53 H79 2067 1.000 0.125 419.5 419.5 52.4 0.0 52.4 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

54 H80 2068 1.000 0.120 419.5 419.5 50.3 0.0 50.3 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

55 H81 2069 1.000 0.116 419.5 419.5 48.7 0.0 48.7 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

56 H82 2070 1.000 0.111 419.5 419.5 46.6 10.7 57.3 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

合計 38,750.0 38,750.0 14,796.5 0.0 14.4 14,810.9 1,047.0 1,045.1 1,048.7 13.5 13.5 5.3 1,060.5 1,058.6 1,054.0

総便益 B 14,811
総費用 C 1,054
費用便益比 B/C 14.1
純現在価値 B-C 13,757
経済的内部収益率 29.6%

デフ
レータ

割引
率

整
備
期
間

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

（
5
0
年

）
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水系全体　残事業 （様式－２）
【費用便益算定シート】

基準（評価）年度 2014年（H26）

供用年度 2021年（H33）

社会的割引率 4%

年度 便益：Ｂ 費用：Ｃ

便益① 残存価値② 計 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 元号 西暦 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 ①+② 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-6 H20 2008 0.974 1.265 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

-5 H21 2009 1.005 1.217 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

-4 H22 2010 1.004 1.170 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

-3 H23 2011 0.991 1.125 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

-2 H24 2012 1.000 1.082 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

-1 H25 2013 1.000 1.040 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0 H26 2014 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1 H27 2015 1.000 0.962 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0 30.0 28.9 0.0 0.0 0.0 30.0 30.0 28.9

2 H28 2016 1.000 0.925 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 71.5 71.5 66.1 0.0 0.0 0.0 71.5 71.5 66.1

3 H29 2017 1.000 0.889 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 120.6 120.6 107.2 0.0 0.0 0.0 120.6 120.6 107.2

4 H30 2018 1.000 0.855 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 117.4 117.4 100.4 0.0 0.0 0.0 117.4 117.4 100.4

5 H31 2019 1.000 0.822 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 104.1 104.1 85.6 0.0 0.0 0.0 104.1 104.1 85.6

6 H32 2020 1.000 0.790 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.2 49.2 38.9 0.0 0.0 0.0 49.2 49.2 38.9

7 H33 2021 1.000 0.760 406.7 406.7 309.1 0.0 309.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

8 H34 2022 1.000 0.731 406.7 406.7 297.3 0.0 297.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

9 H35 2023 1.000 0.703 406.7 406.7 285.9 0.0 285.9 9.9 9.9 7.0 0.1 0.1 0.1 10.0 10.0 7.1

10 H36 2024 1.000 0.676 406.7 406.7 274.9 0.0 274.9 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

11 H37 2025 1.000 0.650 406.7 406.7 264.4 0.0 264.4 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

12 H38 2026 1.000 0.625 406.7 406.7 254.2 0.0 254.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

13 H39 2027 1.000 0.601 406.7 406.7 244.4 0.0 244.4 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

14 H40 2028 1.000 0.577 406.7 406.7 234.7 0.0 234.7 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

15 H41 2029 1.000 0.555 406.7 406.7 225.7 0.0 225.7 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

16 H42 2030 1.000 0.534 406.7 406.7 217.2 0.0 217.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

17 H43 2031 1.000 0.513 406.7 406.7 208.6 0.0 208.6 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

18 H44 2032 1.000 0.494 406.7 406.7 200.9 0.0 200.9 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

19 H45 2033 1.000 0.475 406.7 406.7 193.2 0.0 193.2 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

20 H46 2034 1.000 0.456 406.7 406.7 185.5 0.0 185.5 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

21 H47 2035 1.000 0.439 406.7 406.7 178.5 0.0 178.5 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

22 H48 2036 1.000 0.422 406.7 406.7 171.6 0.0 171.6 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

23 H49 2037 1.000 0.406 406.7 406.7 165.1 0.0 165.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

24 H50 2038 1.000 0.390 406.7 406.7 158.6 0.0 158.6 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

25 H51 2039 1.000 0.375 406.7 406.7 152.5 0.0 152.5 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

26 H52 2040 1.000 0.361 406.7 406.7 146.8 0.0 146.8 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

27 H53 2041 1.000 0.347 406.7 406.7 141.1 0.0 141.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

28 H54 2042 1.000 0.333 406.7 406.7 135.4 0.0 135.4 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

29 H55 2043 1.000 0.321 406.7 406.7 130.6 0.0 130.6 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

30 H56 2044 1.000 0.308 406.7 406.7 125.3 0.0 125.3 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

31 H57 2045 1.000 0.296 406.7 406.7 120.4 0.0 120.4 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

32 H58 2046 1.000 0.285 406.7 406.7 115.9 0.0 115.9 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

33 H59 2047 1.000 0.274 406.7 406.7 111.4 0.0 111.4 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

34 H60 2048 1.000 0.264 406.7 406.7 107.4 0.0 107.4 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

35 H61 2049 1.000 0.253 406.7 406.7 102.9 0.0 102.9 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

36 H62 2050 1.000 0.244 406.7 406.7 99.2 0.0 99.2 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

37 H63 2051 1.000 0.234 406.7 406.7 95.2 0.0 95.2 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

38 H64 2052 1.000 0.225 406.7 406.7 91.5 0.0 91.5 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

39 H65 2053 1.000 0.217 406.7 406.7 88.3 0.0 88.3 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

40 H66 2054 1.000 0.208 406.7 406.7 84.6 0.0 84.6 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

41 H67 2055 1.000 0.200 406.7 406.7 81.3 0.0 81.3 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

42 H68 2056 1.000 0.193 406.7 406.7 78.5 0.0 78.5 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

43 H69 2057 1.000 0.185 406.7 406.7 75.2 0.0 75.2 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

44 H70 2058 1.000 0.178 406.7 406.7 72.4 0.0 72.4 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

45 H71 2059 1.000 0.171 406.7 406.7 69.5 0.0 69.5 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

46 H72 2060 1.000 0.165 406.7 406.7 67.1 0.0 67.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

47 H73 2061 1.000 0.158 406.7 406.7 64.3 0.0 64.3 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

48 H74 2062 1.000 0.152 406.7 406.7 61.8 0.0 61.8 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

49 H75 2063 1.000 0.146 406.7 406.7 59.4 0.0 59.4 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

50 H76 2064 1.000 0.141 406.7 406.7 57.3 0.0 57.3 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

51 H77 2065 1.000 0.135 406.7 406.7 54.9 0.0 54.9 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

52 H78 2066 1.000 0.130 406.7 406.7 52.9 0.0 52.9 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

53 H79 2067 1.000 0.125 406.7 406.7 50.8 0.0 50.8 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

54 H80 2068 1.000 0.120 406.7 406.7 48.8 0.0 48.8 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

55 H81 2069 1.000 0.116 406.7 406.7 47.2 0.0 47.2 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

56 H82 2070 1.000 0.111 406.7 406.7 45.1 5.4 50.5 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

合計 20,335.0 20,335.0 6,904.8 0.0 5.4 6,910.2 502.7 502.7 434.1 6.4 6.4 2.2 509.1 509.1 436.3

総便益 B 6,910
総費用 C 436
費用便益比 B/C 15.8
純現在価値 B-C 6,474
経済的内部収益率 36.5%

デフ
レータ

割引
率

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

（
5
0
年

）

整
備
期
間
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（様式－３）
【算出説明書】
事業概要
事業目的 《市内派川》

太田川市内派川の元安川、天満川、旧太田川は、「水の都ひろしま」の中心部とし
て地域住民が愛着を感じているだけでなく、世界遺産である原爆ドームや平和記
念公園へ世界各地より多くの方が訪れる地域である。しかし水辺は場所によって
有機泥が堆積し、また水辺の経路が十分に整備されておらず、安全な水辺利用が
できない。そこで、水辺利用者が安全・快適に水辺空間が利用できるように、河川
管理用通路（リバーウォーク）整備、底質改善を行う。

《西原地区》
古川は、都市域の中で自然と触れ合える貴重な空間として多くの地域住民に利用
されている。堤防上も水鳥緑道として広島市によって整備がなされているが、昭和
橋（国道54号）において水辺利用の連続性が遮断されていた。そこで、水辺利用者
の利便性の向上、安全な移動及び河川巡視等河川管理の向上を図るためアン
ダーパスの整備を行う。

《上殿地区》
事業箇所周辺は、中国縦貫自動車道戸河内IC等が整備され「安芸太田町の玄関
口」となっているほか、道の駅「来夢とごうち」や商業施設、パーク＆ライドがあり、
安芸太田町の拠点となっていた。また、事業箇所は右岸側から筒賀川の合流があ
るにもかかわらず護岸が未整備、または老朽化が見られる状況であるため、早急
に護岸整備が必要であった。川沿いの桜広場での花見や水遊びなど、水辺空間
の利用がなされているが、現在は河川敷に雑草や雑木が繁茂するなど、安全に利
用することができなかった。そこで、水辺利用者が安全に水辺空間を利用できるよ
うに、護岸、管理用通路、坂路、管理用階段の整備を行う。

事業内容
（事業箇所図）

①市内派川
河川管理用通路（リバーウォーク）整備、底質改善

府

南区

西区

東区

広島駅

２

54

市役所
中区

県庁

山陽本

広島高速

広島高速

太
田
川

天
満
川

元
安
川

旧
太
田
川

京
橋
川

猿
猴
川

芸
備
線

広島JCT
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（様式－３）
事業内容
（事業箇所図）

②西原地区
アンダーパス

③上殿地区
護岸、坂路、階段、河川管理用通路

府中町

西区

東区

安佐南区

広島駅

54

広島IC

山陽自動車道

広島高速

古川

芸
備
線

186

186

戸河内IC

191

191

滝山川

太田川

太
田
川

温井ダム

龍姫湖

中国自動車道

安芸太田町
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（様式－４）
【算出説明書】
費用便益比の算定根拠

評価手法
水辺整備（市内派川）：CVM(平成26年7月にアンケート実施）
水辺整備（西原地区）：CVM（平成26年7月にアンケート実施）
水辺整備（上殿地区）：TCM（平成26年7月にアンケート実施）

便益計測期間 H24～H82（各事業完了から50年）

総便益
○年便益額＝775百万円
○残存価値＝14百万円
総便益B＝Σ単年度便益額/（1+0.04）n＋残存価値額＝14,811百万円

便
益

評価範囲 〈市内派川〉
○便益範囲：前回調査の結果より、事業の必要性の認識度が高いと認められた
事業箇所から半径2km圏内を、アンケート調査範囲に設定する。
○世帯数：95,852世帯
○配布回収方法：郵送
○アンケート票数(全体)
配布数　2,200票
回収数　  698票
　　　　　（回収率31.7％）
有効回答数　444票
　　（有効回答率63.6％）

便
益

評価範囲 〈西原地区〉
○便益範囲：前回調査の結果より、事業箇所の認知度が高いと認められた事業
箇所から半径5km圏内を、アンケート調査範囲に設定する。
○世帯数：129,353世帯
○配布回収方法：郵送
○アンケート票数(全体)
配布数　2,800票
回収数　  978票
　　　　　（回収率34.9％）
有効回答数　487票
　　（有効回答率49.8％）

便
益
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便
益

評価範囲 〈上殿地区〉
○便益範囲：前回調査の結果より、利用が確認された2市2町をアンケート調査
範囲に設定する。
○人口：254,523人
○配布回収方法：郵送
○アンケート票数(全体)
配布数　2,100票
回収数　  847票
　　　　　（回収率40.3％）
有効回答数　726票
　　（有効回答率85.7％）

建設費 1,049百万円

維持管理費 5百万円

総費用 1,054百万円

費用便益比（B/C） 14.1

その他留意点等 －

費
用

●対象市町（2市2町）

広島市安佐南区

広島市佐伯区（旧湯来町）、

廿日市市（旧吉和町）、

北広島町（旧芸北町、旧豊平町）、

安芸太田町（旧戸河内町、旧筒賀村、旧加

計町）
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（様式－５）

河川環境整備事業

事業名

                     

評価年度 H26

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費（水辺整備）　 式 1 622

本工事費 式 1 622

護岸 m 5,196 213

護岸 m2 2,390 145

盛土工 m3 1,350 7
昭和橋アンダーパス地点の盛土数量
は除く（但し、工事費は含む）

底質改善 m 392 87

河床掘削 千m3 3 2

管理用通路 m 642 4

管理用通路 m2 3,966 30

坂路 箇所 1 5

管理用階段 箇所 4 5

その他 式 1 125 仮設工等

用地費及び補償費 式 0 0

用地費 式 0 0

補償費 式 0 0

間接経費等 式 1 425

事業費　計 式 1 1,047

維持管理費　計 式 3 14

事業費の内訳書

太田川総合水系環境整備事業 （全体事業費）

再評価
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（様式－５）

河川環境整備事業

事業名

                     

評価年度 H26

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費（水辺整備）　 式 1 326

本工事費 式 1 326

護岸 m2 2,390 145

盛土工 m3 1,350 2

底質改善 m 57 29

河床掘削 千m3 3 2

管理用通路 m2 3,280 25

その他 式 1 124 仮設工等

用地費及び補償費 式 0 0

用地費 式 0 0

補償費 式 0 0

間接経費等 式 1 177

事業費　計 式 1 503

維持管理費　計 式 1 6.0

事業費の内訳書

太田川総合水系環境整備事業 （残事業費）

再評価
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平成 26 年７月 

国土交通省 中国地方整備局 太田川河川事務所 

謹  啓 

時下、皆様方におかれましては、ますますご健勝のことと存じます。 

このたび、太田川河川事務所では、「太田川（市内派川）における水辺環境整備」につい

て、その効果を評価するためのアンケート調査を実施することとなりました。「太田川（市

内派川）における水辺環境整備」の内容については、別紙の事業説明資料をご覧下さい。 

この水辺環境整備は、快適で安全な水辺の利用、及び底質の改善による異臭の軽減、景

観の改善を目的とするものです。 

なお、アンケート調査の対象者は、太田川周辺にお住まいの方から電話帳より無作為に

選ばせていただきました。 

ご多忙のところ誠に恐れ入りますが、本アンケートの趣旨をご理解いただき、ご協力い

ただきますようお願い申し上げます。 

謹  白 

 
 
 
 
 

■ご記入にあたって 

 
 
 

■アンケートについての問合せ 

 

このアンケート調査は、国土交通省 中国地方整備局 太田川河川事務所が実施しています。ア

ンケート内容についてご不明な点等がございましたら、下記にお問い合わせ下さい。 

国土交通省 中国地方整備局 太田川河川事務所 計画課 担当：井本
い も と

 

電 話：０８２-２２２-９２４６ ＦＡＸ：０８２-２２２-２４３２ 

・このアンケートは、世帯の中で主な収入を得られている方、またはそれに準じる方がお答え下

さい。 

・ご記入いただきました調査票は、同封の返信用封筒に入れ、切手を貼らずに８月１１日（月）

までにお近くの郵便ポストにご投函下さい。 

「太田川（市内派川）における水辺環境整備」に 

関するアンケートにご協力をお願いします。 
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【整備後】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・快適で安全な水辺利用ができます。   ・ヘドロの異臭がなくなり、景観も良くなります。 

【整備前】 
 

 

太田川（市内派川）における河川整備について 

【事 業 説 明 資 料】 
≪こちらをよくお読みになり、アンケート用紙にご記入下さい。≫ 

事業の背景 

事業の効果 

取り組み内容 

 太田川市内派川の元安川、天満川、旧太田川は、

「水の都ひろしま」の中心部として地域住民が愛着

を感じているだけでなく、原爆ドームや平和記念公

園へ世界各地より多くの方が訪れる地域です。 
 しかし水辺は、場 
所によってヘドロが 
堆積し、また水辺の 
利用要望に対して十 
分な経路が整備され 
ていない状況です。 

底質の状況 底質の状況 

足がヘドロに埋まる状態 ヘドロが黒褐色（景観が悪い） 

河川管理用通路整備の例 底質の状況 底質の状況 

整備された河川管理用通路を利用して水辺
沿いに散策をすることができます 足がヘドロに埋まらない状態 ヘドロが茶色になり景観が改善 

整備箇所位置図 

②舟入・基町地区 
水辺環境整備 

④旧太田川 
底質改善 

③元安川 
底質改善 

⑤天満川 
底質改善 

安芸太田町 

 

 

 

広島市 

 

廿日市市 

多くの人が訪れるが、原爆ドーム
周辺は水辺を通行できない 

水際の状況 

①千田地区 
水辺環境整備 

【凡例】   未整備   整備済 

多くの人が訪れるが、原爆ドーム周辺は

水辺を通行できません。 

ヘドロの堆積により、異臭、景観問題、

水際の足場の悪さ等、快適な水辺利用に

支障が生じています。 
 

河川管理用通路※（リバーウォーク）  

整備、底質改善  ※河川管理用通路は、河川の堤

防の点検や管理を行うものですが、歩行者が行き来でき

る通路が整備されるため、平常時は、安全に移動できる

ようになります（洪水時は通行できません）。 

整備された河川管理用通路を利用して、 

安全な水辺利用ができるようになります。 

底質の改善により、異臭の軽減、景観の 

改善とともに、水辺へ降りた時にヘドロ 

に足をとられることがありません 

水際の状況 

水辺を通行できない 

旧  広島 
市民球場 

原爆 
ドーム 旧太田川 元安川 

平和記念

公園 

事業箇所周辺 

43



 

 
 
 
 

 

１．知っている 

２．知らない 

 

 

１．知っている（いずれかの場所について知っている） 

２．知らない 

 

 

 

 

 

１．必要だと思う       ２．必要だとは思わない 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

問 2 あなたやあなたのご家族は、現在、旧太田川、元安川、天満川の一部で底質にヘド

ロが堆積していることをご存じでしたか。当てはまるものを１つ選び、番号を○

で囲んでください。 

 

問 1 あなたやあなたのご家族は、現在、原爆ドーム周辺では、水際に散策等ができるよ

うな通路がないことをご存じでしたか。当てはまるものを１つ選び、番号を○で

囲んでください。 

 

問 3 整備を行わない場合と整備を行う場合の状況（別紙参照）を見比べて、あなたはこ

の「太田川（市内派川）における水辺環境整備」を必要だと思いますか。当ては

まるものを１つ選び、番号を○で囲んでください。 

市内派川における水辺環境整備に関するアンケート 

別添用紙：【事業説明資料】をご覧いただいた上で、ご回答ください。 
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現在、太田川（市内派川）における水辺環境整備は、④旧太田川底質改善及び⑤天満川 

底質改善の整備が完了しているところです。これから次の２つのケースについて質問に答 

えていただきます。同じような質問が続きますが、それぞれについてお答え下さい。 

 

・事業説明資料で示した未整備箇所（①～③）の整備を行う場合 

 

・ 事業説明資料で示した現在整備済の箇所（④，⑤）が未整備だったと仮定し、 

この状態からすべての区間（①～⑤）の整備を行う場合 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ケースⅡ：すべての箇所（①～⑤）を整備した場合 

ケースⅠ：未整備箇所（①～③）を整備した場合 

実際には、このような事業は税金によって実施していますが、ここでは事業の効果

を金額に置きかえて評価するために、仮に事業の実施が税金で行われるのではなく、

事業の実施に必要な金額を各世帯から「負担金」という形で分担して支払うような仕

組みがあったとしたら、という場合を想像してお答えください。 

ここからは、仮定の質問です。説明文をよくお読みになったうえでお答え下さい。 

■ケースⅠ 

現在未整備の「①、②、③（□箇所）」の整備を行う場合 

■ケースⅡ 

現在整備済みの「④、⑤（□箇所）」が未整備だったと仮定し、この状態から全ての区間

「①～⑤（□□箇所）」の整備を行う場合 

南区
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広島駅

２
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③元安川 

底質改善 

⑤天満川 

底質改善 

④旧太田川 

底質改善 

①千田地区 

水辺環境整備 

②舟入・基町地区 

水辺環境整備 

安芸太田町 

 

 

広島市 

廿日市市 

【凡例】 

□整備済 

□未整備 
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アンケートによる金額（問 4、問 5、問 6）は、事業の効果を評価するための 

 仮定であり、実際にこのような仕組みが考えられているものではありません。 

【状況 A】 

 

●相生橋より上流や、原爆ドーム前は、通路が

整備されていないため、快適で安全な水辺の

移動や利用ができません。 

 

 

 

 

 

 

●元安川の一部には、ヘドロが堆積しており、

異臭がしたり、景観が悪化しています。また

足場が良くありません。また、水辺に立ち入

ると足がとられることがあり危険です。 

 

 

 

 

 

 

●あなたの世帯の負担金はありません。 

【状況 B】 

 

●整備された河川管理用通路を利用して、相生

橋より上流、原爆ドーム前から、元安橋の間

において快適で安全な水辺利用ができます。 

 

 

 

 

 

 

●元安川において、底質が改善することによっ

て、異臭の軽減、景観が改善するとともに、

水辺へ降りた時にヘドロに足をとられにく

くなります。 

 

 

 

 

 

 

整備を行わない場合  整備を行う場合  

補足事項  
     
 
 

ケースⅠ：未整備箇所（①、②、③）を整備した場合 
（下図の赤枠部分） 

■ケースⅠ 

未整備箇所の「①、②、③（□箇所）」の整備を行

う場合 

整備前 水際の状況 

多くの人が訪れるが、原爆ドーム前より
下流側は水辺を通行できない 

南区

西区

広島駅

２

54

市役所
中区

県庁

広島高速

広島高速

太
田
川

天
満
川

元
安
川

旧
太
田
川

京
橋
川

猿
猴
川

安芸太田町 

 

広島市 

廿日市市 

②舟入・基町地区 
水辺環境整備 

④旧太田川 
底質改善 

①千田地区 
水辺環境整備 

③元安川 
底質改善 

⑤天満川 
底質改善 

整備箇所位置図 

【凡例】 

□整備済 

□未整備 

底質の状況 

足がヘドロに埋まる状態 

整備前 

足がヘドロに埋まらない状態 

底質の状況 整備後 

河川管理用通路イメージ 

整備された河川管理用通路（リバーウォ
ーク）を利用して水辺沿いに散策をする
ことができます 

整備後 

●あなたの世帯から負担金が必要です。 
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・下記の金額は、１世帯あたりの支払い金額です。 

（回答例のように、少ない金額から順に、一つずつ選択してください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．事業が行われる方がよいとは思うが、毎月 50 円（年間 600 円）を支払う価値は 

ないと思うから 

２．たとえ支払がなくても、この事業を行わない方がよいと思うから 

３．国や地方自治体が税金を使って実施すべきだと思うから 

４．世帯から負担金を集めて事業を行うという仕組みに反対だから 

５．これだけの情報では判断できない 

６．その他（                                ） 

 

 

 

 

 

１．河川利用の安全性が向上することは良いことだと思うから 

２．異臭や景観が改善されるから 

３．洪水の心配がなくなるから 

４．自分や家族にとって価値はないが、他の世帯も支払うのであれば仕方がないから 

５．その他（                                 ） 

 

問 6 問 4 で、一つでも賛成、すなわち、負担金が発生してもよい、とお答えになった

方にお伺いします。 

この負担に賛成される理由として当てはまるものをいくつでも選び、番号を○で

囲んでください。 

問 5 問 4 で、全てに反対、すなわち、「毎月 50 円」でも支払わない、とお答えになっ

た方にお伺いします。 

この負担に反対される最も大きな理由として当てはまるものを１つ選び、番号を

○で囲んでください。 

問 4 事業説明資料の【状況 A】（整備を行わない場合）から【状況 B】（整備を行う場

合）を実現するための負担金の額を、負担金が毎月いくらまでならば事業に賛成

されますか。実際に負担するつもりになって、お答えください。 

 なお、負担金はこの地域にお住まいの間、支払い続けていただくことになるこ

とを、十分念頭においてお答えください。また、負担金はこの事業の実施と維持

管理のためにのみ使われ、他の目的にはいっさい使われないこととします。 

（回答記入欄） 
負担金の金額 回 答 欄 

１．月に 50 円(年間 600 円)ならば、 １．賛成する ２．反対する 

２．月に 100 円(年間 1,200 円)ならば、 １．賛成する ２．反対する 

３．月に 200 円(年間 2,400 円)ならば、 １．賛成する ２．反対する 

４．月に 300 円(年間 3,600 円)ならば、 １．賛成する ２．反対する 

５．月に 500 円(年間 6,000 円)ならば、 １．賛成する ２．反対する 

６．月に 1,000 円(年間 12,000 円)ならば、 １．賛成する ２．反対する 

７．月に 2,000 円(年間 24,000 円)ならば、 １．賛成する ２．反対する 

８．月に 3,000 円(年間 36,000 円)ならば、 １．賛成する ２．反対する 

 

（回答例） 

回 答 欄 

１．賛成する ２．反対する 

１．賛成する ２．反対する 

１．賛成する ２．反対する 

１．賛成する ２．反対する 

１．賛成する ２．反対する 

１．賛成する ２．反対する 

１．賛成する ２．反対する 

１．賛成する ２．反対する 
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南区

西区

広島駅

２

54

市役所
中区

県庁

広島高速

広島高速

太
田
川

天
満
川

元
安
川

旧
太
田
川

京
橋
川

猿
猴
川

安芸太田町 

 

広島市 

廿日市市 

②舟入・基町地区 
水辺環境整備 

④旧太田川 
底質改善 

①千田地区 
水辺環境整備 

③元安川 
底質改善 

⑤天満川 
底質改善 

整備箇所位置図 

【状況 A】 

 

●相生橋より上流や、原爆ドーム前は、通路が整備さ

れていないため、快適で安全な水辺の移動や利用が

できません。 

 

 

 

 

 

●旧太田川、天満川元安川の一部には、ヘドロが堆積

しており、異臭がしたり、景観が悪化しています。

また足場が良くありません。また、水辺に立ち入る

と足がとられることがあり危険です。 

 

 

 

 

 

 

整備を行わない場合  

【状況 B】 

 

●整備された河川管理用通路を利用して、相生橋よ

り上流、原爆ドーム前から、元安橋の間において

快適で安全な水辺利用ができます。 

 

 

 

 

 

 

●旧太田川、天満川、元安川において、底質が改善

することによって、異臭の軽減、景観が改善する

とともに、水辺へ降りた時にヘドロに足をとられ

にくくなります。 

 

 

 

 

 

 

整備を行う場合  

アンケートによる金額（問７、問８、問９）は、事業の効果を評価するための 

   仮定であり、実際にこのような仕組みが考えられているものではありません。 
 
 
 

補足事項 

ケースⅡ：すべての箇所（①、②、③、④、⑤）を整備した場合 

（下図の赤枠と黒枠部分） 
 ■ケースⅡ 

すべての箇所である「①、②、③、④、⑤（□□箇

所）」の整備を行う場合 

【凡例】 

□整備済 

□未整備 

底質の状況 

足がヘドロに埋まる状態 

整備前 

整備前 水際の状況 

多くの人が訪れるが、原爆ドーム前より
下流側は水辺を通行できない 

●あなたの世帯の負担金はありません。 

 

足がヘドロに埋まらない状態 

底質の状況 整備後 

●あなたの世帯から負担金が必要です。 

 

河川管理用通路イメージ 

整備された河川管理用通路（リバーウォ
ーク）を利用して水辺沿いに散策をする
ことができます 

整備後 
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・下記の金額は、１世帯あたりの支払い金額です。 

（回答例のように、少ない金額から順に、一つずつ選択してください。） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
１．事業が行われる方がよいとは思うが、毎月 50 円（年間 600 円）を支払う価値は 

ないと思うから 

２．たとえ支払がなくても、この事業を行わない方がよいと思うから 

３．国や地方自治体が税金を使って実施すべきだと思うから 

４．世帯から負担金を集めて事業を行うという仕組みに反対だから 

５．これだけの情報では判断できない 

６．その他（                                ） 

 
 
 
 
 

１．河川利用の安全性が向上することは良いことだと思うから 

２．異臭や景観が改善されるから 

３．洪水の心配がなくなるから 

４．自分や家族にとって価値はないが、他の世帯も支払うのであれば仕方がないから 

５．その他（                                 ） 

 
 
 

問８ 問７で、全てに反対、すなわち、「毎月 50 円」でも支払わない、とお答えになっ

た方にお伺いします。 

この負担に反対される最も大きな理由として当てはまるものを１つ選び、番号を

○で囲んでください。 

問７ 事業説明資料の【状況 A】（整備を行わない場合）から【状況 B】（整備を行う場

合）を実現するための負担金の額を、負担金が毎月いくらまでならば事業に賛成

されますか。実際に負担するつもりになって、お答えください。 

 なお、負担金はこの地域にお住まいの間、支払い続けていただくことになるこ

とを、十分念頭においてお答えください。また、負担金はこの事業の実施と維持

管理のためにのみ使われ、他の目的にはいっさい使われないこととします。 

（回答記入欄） 
負担金の金額 回 答 欄 

１．月に 50 円(年間 600 円)ならば、 １．賛成する ２．反対する 

２．月に 100 円(年間 1,200 円)ならば、 １．賛成する ２．反対する 

３．月に 200 円(年間 2,400 円)ならば、 １．賛成する ２．反対する 

４．月に 300 円(年間 3,600 円)ならば、 １．賛成する ２．反対する 

５．月に 500 円(年間 6,000 円)ならば、 １．賛成する ２．反対する 

６．月に 1,000 円(年間 12,000 円)ならば、 １．賛成する ２．反対する 

７．月に 2,000 円(年間 24,000 円)ならば、 １．賛成する ２．反対する 

８．月に 3,000 円(年間 36,000 円)ならば、 １．賛成する ２．反対する 

 

（回答例） 

回 答 欄 

１．賛成する ２．反対する 

１．賛成する ２．反対する 

１．賛成する ２．反対する 

１．賛成する ２．反対する 

１．賛成する ２．反対する 

１．賛成する ２．反対する 

１．賛成する ２．反対する 

１．賛成する ２．反対する 

 

問９ 問７で、一つでも賛成、すなわち、負担金が発生してもよい、とお答えになった

方にお伺いします。 

この負担に賛成される理由として当てはまるものをいくつでも選び、番号を○で

囲んでください。 

以上で 仮定の質問 は終わりです。 
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１．男性       ２．女性 

 

 
１．１０代      ２．２０代     ３．３０代     ４．４０代 

５．５０代      ６．６０代     ７．７０代以上 

 

 

  １．農業   ２．林業   ３．会社員   ４．公務員   ５．自営業 

  ６．パート・アルバイト   ７．学生    ８．無職    ９．その他（  ） 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**ご協力ありがとうございました** 

   －     

問１２ あなたの世帯で主な収入を得ておられる方のご職業をお答え下さい。 

問１４ このアンケートや太田川についてのご意見・ご感想がございましたら、事業の参

考にさせていただきますので、下欄に自由にお書きください。 

問１３ あなたのお住まいの郵便番号をご記入ください。 

問１１ あなたの年齢の番号を○で囲んでください。 

問１０ あなたの性別の番号を○で囲んでください。 

最後に、あなたご自身について、お伺いします。 

自由意見 
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平成 26 年７月 

国土交通省 中国地方整備局 太田川河川事務所 

謹  啓 

時下、皆様方におかれましては、ますますご健勝のことと存じます。 

このたび、太田川河川事務所では、「太田川（西原地区）における河川整備」について、

その効果を評価するためのアンケート調査を実施することとなりました。「太田川（西原地

区）における河川整備の内容については、別紙の事業説明資料をご覧下さい。この西原地

区における昭和橋アンダーパス※の整備は、整備箇所の上下流の水辺利用の連続性の確保、

及び道路を横断することなく河川沿いを安全に利用するためのものです。 

なお、アンケート調査の対象者は、太田川周辺にお住まいの方から電話帳より無作為に

選ばせていただきました。 

ご多忙のところ誠に恐れ入りますが、本アンケートの趣旨をご理解いただき、ご協力い

ただきますようお願い申し上げます。 

謹  白 

 
※昭和橋アンダーパス：祇園新道の昭和橋（国道 54 号）を立体交差する河川管理用通路 

 
 
 

■ご記入にあたって 

 
 
 

■アンケートについての問合せ 

 

このアンケート調査は、国土交通省 中国地方整備局 太田川河川事務所が実施しています。ア

ンケート内容についてご不明な点等がございましたら、下記にお問い合わせ下さい。 

国土交通省 中国地方整備局 太田川河川事務所 計画課 担当：井本
い も と

 

電 話：０８２-２２２-９２４６ ＦＡＸ：０８２-２２２-２４３２ 

・このアンケートは、世帯の中で主な収入を得られている方、またはそれに準じる方がお答え下

さい。 

・ご記入いただきました調査票は、同封の返信用封筒に入れ、切手を貼らずに８月１１日（月）

までにお近くの郵便ポストにご投函下さい。 

「太田川（西原地区）における河川整備」に関する 

アンケートにご協力をお願いします。 
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西区

東区

安佐南区

54

広島IC

山陽自動車道

広島高速

可部線

高瀬堰

古川

芸
備
線

【整備後】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・上下流の水辺利用の連続性が確保されるよう
になりました。 

【整備前】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・整備箇所の上下流は自然と触れ合える空間です

が、昭和橋（国道 54 号）において水辺利用の
連続性がなくなっていました。 

安全に河川沿いに移動することができませんでした。  河川管理用通路※（アンダーパス）整備 

 

 

整備箇所の上下流の自然と触れ合える水辺利用の連続性が確保されるようになりました。 

アンダーパスを利用することにより、道路を横断することなく河川沿いを安全に移動できるように

なりました。 

太田川（西原地区）における河川整備について 

【事 業 説 明 資 料】 
≪こちらをよくお読みになり、アンケート用紙にご記入下さい。≫ 

事業の背景 

事業の効果 

取り組み内容 

 古川は、都市域の中で自然と触れ合える貴重な空

間として地域住民に利用されています。 
 堤防上も水鳥緑道として広島市によって整備が

なされているところですが、昭和橋（国道 54 号）

において水辺利用の連続性が遮断されていました。 

整備箇所位置図 

整備箇所 

新

橋 

古
川→

 

 

 

昭和橋 
アンダーパス 

祗園東中学校 

東原中学校 

平成橋 

大正橋 

古川橋 太田川 

島根県 

  安芸太田町 

 

 

広島市 

 

廿日市市 

 

山口県 

古川 

昭和橋 

※河川管理用通路は、河川の堤防の点検や管理を行うものですが、歩行者が行き来できる通路が

整備されるため、平常時は、安全に移動できるようになります（洪水時は通行できません）。 

昭和橋アンダーパスの整備箇所の状況 

河川利用者が河川内で移動できない 

昭和橋アンダーパスの整備状況 

上下流の水辺利用の連続性が確保され、河川沿い
に移動できる 

古川 
昭和橋 

利用状況 

河川利用者が河川内で移動できる 

国道54号 
昭和橋 

古川 
横断歩道

がない 

横断歩道 

アンダーパス 

古川と交差する国道５４号に横断歩道はなく、
水辺利用の連続性が遮断されている 

国道 54 号（昭和橋）の状況 

古川 

昭和橋 
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１．知っている 

２．知らない 

 

 

 

 

 

 

１．必要だと思う       ２．必要だとは思わない 

 

 

問 1 あなたやあなたのご家族は、これまで昭和橋下の水辺を通ることができなかったこ

とをご存じでしたか。当てはまるものを１つ選び、番号を○で囲んでください。 

 

問 2 整備を行わない場合と整備を行う場合の状況（別紙参照）を見比べて、あなたは

この祇園新道の昭和橋（国道 54 号）を立体交差する河川管理用通路（昭和橋ア

ンダーパス）の整備を必要だと思いますか。当てはまるものを１つ選び、番号を

○で囲んでください。 

別添用紙：【事業説明資料】をご覧いただいた上で、ご回答ください。 

太田川（西原地区）における河川整備について 
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昭和橋アンダーパスの整備は、すでに完了していますが、問 3～5 では、「これから整

備を実施する」と仮定してお答えください。また、実際には、このような事業は税金によ

って実施していますが、ここでは事業の効果を金額に置きかえて評価するために、仮に事

業の実施が税金で行われるのではなく、事業の実施に必要な金額を各世帯から「負担金」

という形で分担して支払うような仕組みがあったとしたら、という場合を想像してお答え

ください。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

アンケートによる金額（問 3、問 4、問 5）は、事業の効果を評価するための 

 仮定であり、実際にこのような仕組みが考えられているものではありません。 

ここからは仮定の質問です。説明文をよくお読みになったうえでお答え下さい。 

【状況 A】 

 

●整備計画箇所の上下流は自然と触れ合える

空間であるが、昭和橋（国道 54 号）にお

いて水辺利用の連続性が遮断されていま

す。 

●古川の堤防沿いは国道 54 号で分断され、

横断歩道もありません。 

●あなたの世帯の負担金はありません。 

【状況 B】 

 

●整備箇所の上下流の自然と触れ合える空

間の水辺利用の連続性が確保されます。 

●アンダーパスを利用することにより、道路

を横断することなく河川沿いを安全に利

用できます。 

●あなたの世帯から負担金が必要です。 

整備を行わない場合  整備を行う場合  

補足事項  

古川 

昭和橋 

整備前 整備後 

古川 
昭和橋 
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・下記の金額は、１世帯あたりの支払い金額です。 

（回答例のように、少ない金額から順に、一つずつ選択してください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．事業が行われる方がよいとは思うが、毎月 50 円（年間 600 円）を支払う価値は 

ないと思うから 

２．たとえ支払がなくても、この事業を行わない方がよいと思うから 

３．国や地方自治体が税金を使って実施すべきだと思うから 

４．世帯から負担金を集めて事業を行うという仕組みに反対だから 

５．これだけの情報では判断できない 

６．その他（                                ） 

 

 

 

 

 

１．河川利用の安全性が向上することは良いことだと思うから 

２．古川沿いを連続して通ることができるようになると便利だから 

３．洪水の心配がなくなるから 

４．自分や家族にとって価値はないが、他の世帯も支払うのであれば仕方がないから 

５．その他（                                 ） 

 

問 5 問 3 で、一つでも賛成、すなわち、負担金が発生してもよい、とお答えになった

方にお伺いします。 

この負担に賛成される理由として当てはまるものをいくつでも選び、番号を○で

囲んでください。 

問 4 問 3 で、全てに反対、すなわち、「毎月 50 円」でも支払わない、とお答えになっ

た方にお伺いします。 

この負担に反対される最も大きな理由として当てはまるものを１つ選び、番号を

○で囲んでください。 

問 3 事業説明資料の【状況 A】（整備を行わない場合）から【状況 B】（整備を行う場

合）を実現するための負担金の額を、負担金が毎月いくらまでならば事業に賛成

されますか。実際に負担するつもりになって、お答えください。 

 なお、負担金はこの地域にお住まいの間、支払い続けていただくことになるこ

とを、十分念頭においてお答えください。また、負担金はこの事業の実施と維持

管理のためにのみ使われ、他の目的にはいっさい使われないこととします。 

（回答記入欄） 
負担金の金額 回 答 欄 

１．月に 50 円(年間 600 円)ならば、 １．賛成する ２．反対する 

２．月に 100 円(年間 1,200 円)ならば、 １．賛成する ２．反対する 

３．月に 200 円(年間 2,400 円)ならば、 １．賛成する ２．反対する 

４．月に 300 円(年間 3,600 円)ならば、 １．賛成する ２．反対する 

５．月に 500 円(年間 6,000 円)ならば、 １．賛成する ２．反対する 

６．月に７00 円(年間８,４00 円)ならば、 １．賛成する ２．反対する 

７．月に 1,000 円(年間 12,000 円)ならば、 １．賛成する ２．反対する 

８．月に 2,000 円(年間 24,000 円)ならば、 １．賛成する ２．反対する 

 

（回答例） 

回 答 欄 

１．賛成する ２．反対する 

１．賛成する ２．反対する 

１．賛成する ２．反対する 

１．賛成する ２．反対する 

１．賛成する ２．反対する 

１．賛成する ２．反対する 

１．賛成する ２．反対する 

１．賛成する ２．反対する 

 

以上で 仮定の質問 は終わりです。 
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１．男性       ２．女性 

 

 
１．１０代      ２．２０代     ３．３０代     ４．４０代 

５．５０代      ６．６０代     ７．７０代以上 

 

 

  １．農業   ２．林業   ３．会社員   ４．公務員   ５．自営業 

  ６．パート・アルバイト   ７．学生    ８．無職    ９．その他（  ） 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**ご協力ありがとうございました** 

   －     

問 8 あなたの世帯で主な収入を得ておられる方のご職業をお答え下さい。 

問 10 このアンケートや太田川についてのご意見・ご感想がございましたら、事業の参

考にさせていただきますので、下欄に自由にお書きください。 

問 9 あなたのお住まいの郵便番号をご記入ください。 

問 7 あなたの年齢の番号を○で囲んでください。 

問 6 あなたの性別の番号を○で囲んでください。 

最後に、あなたご自身について、お伺いします。 

自由意見 
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平成 26 年７月 

国土交通省 中国地方整備局 太田川河川事務所 

謹  啓 

時下、皆様方におかれましては、ますますご健勝のことと存じます。 

このたび、太田川河川事務所では、「太田川（上殿地区）における河川整備」について、

その効果を評価するためのアンケート調査を実施することとなりました。「太田川（上殿地

区）における河川整備」の内容については、別紙の事業説明資料をご覧下さい。この河川

整備は、太田川（上殿地区）の安全な河川利用を目的としたものです。 

なお、アンケート調査の対象者は、太田川周辺にお住まいの方から電話帳より無作為に

選ばせていただきました。 

ご多忙のところ誠に恐れ入りますが、本アンケートの趣旨をご理解いただき、ご協力い

ただきますようお願い申し上げます。 

謹  白 

 
 
 

■ご記入にあたって 

 

 
 

■アンケートについての問合せ 

 
 

このアンケート調査は、国土交通省 中国地方整備局 太田川河川事務所が実施しています。ア

ンケート内容についてご不明な点等がございましたら、下記にお問い合わせ下さい。 

国土交通省 中国地方整備局 太田川河川事務所 計画課 担当：井本
い も と

 

電 話：０８２-２２２-９２４６ ＦＡＸ：０８２-２２２-２４３２ 

・封筒に記載させていただきました宛名のご本人による回答が困難な場合は、ご家族の方が回答

いただいて構いません。 

・ご記入いただきました調査票は、同封の返信用封筒に入れ、切手を貼らずに８月１１日（月）

までにお近くの郵便ポストにご投函下さい。 

「太田川（上殿地区）における河川整備」に関する 

アンケートにご協力をお願いします。 
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186

186

戸河内IC

191

191

滝山川

太田川

太
田
川

温井ダム

龍姫湖

中国自動車道

安芸太田町

１

【整備後】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・雑草や木の繁茂している水辺を整備しました。 
・階段や河川管理用通路が近くにあり、水辺に近

づくのが容易になりました。 

【整備前】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・水辺に雑草や雑木が繁茂していました。 
・階段や坂路が近くになく、水辺に容易に近づけ

ませんでした。 

河川敷には雑草などが繁茂しており、水辺に降りる階段もなく、水辺に近づきにくい状況となってい

ました。 

 

 

護岸、水際に降りるスロープ、階段、河川管理用通路※（リバーウォーク）の整備 

 

 

雑草や雑木が繁茂している水辺を整備することにより、安全に水辺の利用ができるようになりました。 

階段や河川管理用通路を整備することにより、容易に水辺の近づくことができるようになりました。 

太田川（上殿地区）における河川整備について 

【事 業 説 明 資 料】 
≪こちらをよくお読みになり、アンケート用紙にご記入下さい。≫ 

事業の背景 

事業の効果 

取り組み内容 

 事業個所は、中国自動車道 戸河内 IC（インターチェンジ）付近の、太田川沿いにあります

（安芸太田町上殿）。 
 川沿いの桜広場を中心に水辺の利用がなされていますが、以前は河川敷に雑草や雑木が繁

茂するなど、水辺に近づいたり利用する場合の支障となっていました。 

島根県 

安芸太田町 

 

 

 

広島市 

 

廿日市市 

 

山口県 

戸河内 IC 

整備箇所 

整備箇所 

太

田

川 

太田川（上殿地区） 太田川（上殿地区）の位置図 

河川管理用通路 護岸 
階段 

太田川 

※河川管理用通路は、河川の堤防の点検や管理を行うものですが、歩行者が行き来できる通路が整備されるため、

平常時は、安全に移動できるようになります（洪水時は通行できません）。 

太田川 

雑草や雑木の繁茂等により水辺に近づきにくくなっ

ていました 

階段や河川管理用通路が整備され、水辺に近づきやすく

なり、安全に水辺の利用ができるようになりました 
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１．訪れたことがある 

２．訪れたことがない 

  
※２．を選択した方は、問６へ移動してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問３ あなたは、現在（整備が行われた後）、どのくらい「太田川（上殿地区）」を訪れて

いますか。当てはまるものを１つ選び、番号を○で囲んでください。下線部分の 

   にはおおよその回数を記入してください。また、「太田川（上殿地区）」を訪れ

る場合のご自分以外の同行人数を記入してください。 

問２ 【事業説明資料】で示した整備が行われる前（平成 23 年以前）には、あなたは、

どのくらい「太田川（上殿地区）」を訪れていましたか。当てはまるものを１つ選

び、番号を○で囲んでください。下線部分の  にはおおよその回数を記入してく

ださい。また、「太田川（上殿地区）」を訪れたときのご自分以外の同行人数を記入

してください。 

問１ あなたは、太田川（上殿地区）を訪れたことがありますか。当てはまるものを１つ

選び、番号を○で囲んでください。 

 

「太田川（上殿地区）における河川整備」に関するアンケート 

別添用紙：【事業説明資料】をご覧いただいた上で、ご回答ください。 

１．年 

２．月 

３．週 

４．１年に１回未満 （または訪れたことはない） 

に   回くらい 

ご自分以外の同行人数：平均（  ）人 

１．年 

２．月 

３．週 

４．１年に１回未満（または訪れるつもりはない） 

に   回くらい 

ご自分以外の同行人数：平均（  ）人 
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１．散歩やジョギング      ２．ドライブ      ３．釣りや水遊び  

４．カヌーなどの利用      ５．イベント      ６．スポーツ  

７．自然観察、環境・体験学習等     ８．サイクリング 

９．通勤、通学、買い物などの通り道 

10．その他（                  ）       

 

 

 

問５ あなたのお宅から「太田川（上殿地区）」まで、どのような交通手段を用いました

か。当てはまるものを１つ選び、番号を○で囲んでください。下線部分 

  にはおおよその時間を記入してください。 

   

問４ 整備後に「太田川（上殿地区）」を訪れた場合、どのような目的で、「太田川（上殿

地区）」を訪れましたか。 

当てはまるものを全て選び、番号を○で囲んで下さい（複数回答可）。 

 １．車  ２．バス  ３．自転車   ４．徒歩 
で   分くらい 
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１．男性       ２．女性 

 

 
１．１０代      ２．２０代     ３．３０代     ４．４０代 

５．５０代      ６．６０代     ７．７０代以上 

 

 
１．農業   ２．林業   ３．会社員   ４．公務員   ５．自営業 

６．パート・アルバイト   ７．学生    ８．無職    ９．その他（  ） 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

＊＊ご協力ありがとうございました＊＊ 

   －     

問８ あなたの世帯で主な収入を得ておられる方のご職業をお答え下さい。 

 

問 1０ このアンケートや「太田川（上殿地区）」についてのご意見・ご感想がございま

したら、事業の参考にさせていただきますので、下欄に自由にお書きください。 

問９ あなたのお住まいの郵便番号をご記入ください。 

問７ あなたの年齢の番号を○で囲んでください。 

問６ あなたの性別の番号を○で囲んでください。 

 

最後に、あなたご自身について、お伺いします。 

自由意見 

61



太田川総合水系環境整備事業　再評価　水辺整備(市内派川・西原地区)
CVM本調査結果

1.アンケート集計数

配布数 回収数 回収率 有効回答数 有効回答率 抵抗回答数 無効回答数

2,200 698 31.7% 444 63.6% 139 115
2,800 978 34.9% 487 49.8% 289 202

2.WTP算定結果

3.便益・費用算定結果

WTP 受益世帯数
(円/月/世帯) (世帯)

市内派川 365 95,852 419.5 7,133 635

西原地区 220 129,353 342.0 7,349 142

・Bは残存価値を加算した。

・年便益＝WTP×12ヶ月×受益世帯数

B(百万円) C(百万円)

市内派川
西原地区

年便益
(百万円)

53

109

75
68

80

33

4 8
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140

50円 100円 200円 300円 500円 1,000円 2,000円 3,000円

回
答

者
数

(人
)

支払意思 上限値 (円)
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138

84

51 55

5
13
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160
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)

支払意思 上限値 (円)

0%
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賛
同

率

支払意思額(円/月/世帯) 提示額

実数値

確率曲線

WTP平均値

364.7円/月/世帯

※上位10％をカット

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0 500 1000 1500 2000 2500

賛
同

率

支払意思額(円/月/世帯) 提示額

実数値

確率曲線

WTP平均値

220.4円/月/世帯

市内派 西原地

市内派 西原地
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太田川総合水系環境整備事業　再評価　水辺整備(上殿地区)
TCM本調査結果

1.アンケート集計数

配布数 回収数 回収率 有効回答数 有効回答率
2,100 847 40.3% 726 85.7%

2.TCM算定結果

・上殿地区

整備前 整備後 整備前 整備後
1 1.2 1.9 86 87
2 2.9 3.0 323 328
3 0.5 0.4 355 362
4 0.1 0.2 1,640 1,650

3.便益・費用算定結果

年便益
(百万円)

B(百万円) C(百万円)

14 7,677 419
・Bは残存価値を加算した。

・年便益＝整備後の消費者余剰－整備前の消費者余剰＝57.9百万円－44.4百万円＝13.5百万円

上殿地区

ゾーン
利用頻度(回/年・人) 旅行費用（円）
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（完了箇所評価）

太田川総合水系環境整備事業

〔費用便益比（B／C）算定等資料〕

（水辺整備）
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（様式－１）
【概要】

水系・河川名 太田川水系太田川

事業名 太田川総合水系環境整備事業

事業主体 太田川河川事務所

関係自治体

事業期間 2009年度～2014年度（平成21年度～平成26年度）

基準（評価）年度 2014年度（平成26年度）

【費用】

事業費 維持管理費 合計

単純合計（実質合計） 373百万円 7百万円 380百万円

基準年における現在価値
合計（Ｃ）

416百万円 3百万円 419百万円

【便益】

便益

供用年度 2012年度（平成24年度）

供用年度の単年度便益
（実質価格）

356百万円

残存価値 4百万円

基準年における現在価値
合計（Ｂ）

7,677百万円

【費用便益分析結果】

費用便益費（ＣＢＲ） 18.3

純現在価値（ＮＰＶ） 7,258百万円

経済的内部収益率（ＥＩＲＲ） 37.8%

広島市、廿日市市、山県郡安芸太田町、北広島町
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水辺整備　完了箇所 （様式－２）
【費用便益算定シート】

基準（評価）年度 2014年（H26）

供用年度 2012年（H24）

社会的割引率 4%

年度 便益：Ｂ 費用：Ｃ

便益① 残存価値② 計 建設費③ 維持管理費④ 計③+④

ｔ 元号 西暦 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 ①+② 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-6 H20 2008 0.974 1.265 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

-5 H21 2009 1.005 1.217 0.0 0.0 0.0 0.0 29.9 30.0 36.6 0.0 0.0 0.0 29.9 30.0 36.6

-4 H22 2010 1.004 1.170 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 115.0 115.5 135.1 0.0 0.0 0.0 115.0 115.5 135.1

-3 H23 2011 0.991 1.125 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 94.0 93.2 104.8 0.0 0.0 0.0 94.0 93.2 104.8

-2 H24 2012 1.000 1.082 13.5 13.5 14.6 0.0 14.6 16.3 16.3 17.6 0.0 0.0 0.0 16.3 16.3 17.6

-1 H25 2013 1.000 1.040 13.5 13.5 14.0 0.0 14.0 94.4 94.4 98.2 0.0 0.0 0.0 94.4 94.4 98.2

0 H26 2014 1.000 1.000 13.5 13.5 13.5 0.0 13.5 23.8 23.8 23.8 0.0 0.0 0.0 23.8 23.8 23.8

1 H27 2015 1.000 0.962 355.5 355.5 342.0 0.0 342.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

2 H28 2016 1.000 0.925 355.5 355.5 328.8 0.0 328.8 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

3 H29 2017 1.000 0.889 355.5 355.5 316.0 0.0 316.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

4 H30 2018 1.000 0.855 355.5 355.5 304.0 0.0 304.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

5 H31 2019 1.000 0.822 355.5 355.5 292.2 0.0 292.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

6 H32 2020 1.000 0.790 355.5 355.5 280.8 0.0 280.8 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

7 H33 2021 1.000 0.760 355.5 355.5 270.2 0.0 270.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

8 H34 2022 1.000 0.731 355.5 355.5 259.9 0.0 259.9 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

9 H35 2023 1.000 0.703 355.5 355.5 249.9 0.0 249.9 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

10 H36 2024 1.000 0.676 355.5 355.5 240.3 0.0 240.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

11 H37 2025 1.000 0.650 355.5 355.5 231.1 0.0 231.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

12 H38 2026 1.000 0.625 355.5 355.5 222.2 0.0 222.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

13 H39 2027 1.000 0.601 355.5 355.5 213.7 0.0 213.7 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

14 H40 2028 1.000 0.577 355.5 355.5 205.1 0.0 205.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

15 H41 2029 1.000 0.555 355.5 355.5 197.3 0.0 197.3 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

16 H42 2030 1.000 0.534 355.5 355.5 189.8 0.0 189.8 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

17 H43 2031 1.000 0.513 355.5 355.5 182.4 0.0 182.4 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

18 H44 2032 1.000 0.494 355.5 355.5 175.6 0.0 175.6 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

19 H45 2033 1.000 0.475 355.5 355.5 168.9 0.0 168.9 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

20 H46 2034 1.000 0.456 355.5 355.5 162.1 0.0 162.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

21 H47 2035 1.000 0.439 355.5 355.5 156.1 0.0 156.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

22 H48 2036 1.000 0.422 355.5 355.5 150.0 0.0 150.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

23 H49 2037 1.000 0.406 355.5 355.5 144.3 0.0 144.3 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

24 H50 2038 1.000 0.390 355.5 355.5 138.6 0.0 138.6 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

25 H51 2039 1.000 0.375 355.5 355.5 133.3 0.0 133.3 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

26 H52 2040 1.000 0.361 355.5 355.5 128.3 0.0 128.3 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

27 H53 2041 1.000 0.347 355.5 355.5 123.4 0.0 123.4 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

28 H54 2042 1.000 0.333 355.5 355.5 118.4 0.0 118.4 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

29 H55 2043 1.000 0.321 355.5 355.5 114.1 0.0 114.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

30 H56 2044 1.000 0.308 355.5 355.5 109.5 0.0 109.5 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

31 H57 2045 1.000 0.296 355.5 355.5 105.2 0.0 105.2 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

32 H58 2046 1.000 0.285 355.5 355.5 101.3 0.0 101.3 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

33 H59 2047 1.000 0.274 355.5 355.5 97.4 0.0 97.4 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

34 H60 2048 1.000 0.264 355.5 355.5 93.9 0.0 93.9 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

35 H61 2049 1.000 0.253 355.5 355.5 89.9 0.0 89.9 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

36 H62 2050 1.000 0.244 355.5 355.5 86.7 0.0 86.7 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

37 H63 2051 1.000 0.234 355.5 355.5 83.2 0.0 83.2 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

38 H64 2052 1.000 0.225 355.5 355.5 80.0 0.0 80.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

39 H65 2053 1.000 0.217 355.5 355.5 77.1 0.0 77.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

40 H66 2054 1.000 0.208 355.5 355.5 73.9 0.0 73.9 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

41 H67 2055 1.000 0.200 355.5 355.5 71.1 0.0 71.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

42 H68 2056 1.000 0.193 355.5 355.5 68.6 0.0 68.6 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

43 H69 2057 1.000 0.185 355.5 355.5 65.8 0.0 65.8 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

44 H70 2058 1.000 0.178 355.5 355.5 63.3 0.0 63.3 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

45 H71 2059 1.000 0.171 355.5 355.5 60.8 0.0 60.8 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

46 H72 2060 1.000 0.165 355.5 355.5 58.7 0.0 58.7 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

47 H73 2061 1.000 0.158 355.5 355.5 56.2 1.9 58.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

48 H74 2062 1.000 0.152 342.0 342.0 52.0 0.0 52.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

49 H75 2063 1.000 0.146 342.0 342.0 49.9 0.0 49.9 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

50 H76 2064 1.000 0.141 342.0 342.0 48.2 1.8 50.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

51 H77 2065 1.000 0.135 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

52 H78 2066 1.000 0.130 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

53 H79 2067 1.000 0.125 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

54 H80 2068 1.000 0.120 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

55 H81 2069 1.000 0.116 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

56 H82 2070 1.000 0.111 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 17,775.0 17,775.0 7,673.6 0.0 3.7 7,677.3 373.4 373.2 416.1 7.0 7.0 3.1 380.4 380.2 419.2

総便益 B 7,677
総費用 C 419
費用便益比 B/C 18.3
純現在価値 B-C 7,258
経済的内部収益率 37.8%

デフ
レータ

割引
率

整
備
期
間

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

（
5
0
年

）
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（様式－３）
【算出説明書】
事業概要
事業目的 《西原地区》

古川は、都市域の中で自然と触れ合える貴重な空間として多くの地域住民に利用
されている。堤防上も水鳥緑道として広島市によって整備がなされているが、昭和
橋（国道54号）において水辺利用の連続性が遮断されていた。そこで、水辺利用者
の利便性の向上、安全な移動及び河川巡視等河川管理の向上を図るためアン
ダーパスの整備を行う。

《上殿地区》
事業箇所周辺は、中国縦貫自動車道戸河内IC等が整備され「安芸太田町の玄関
口」となっているほか、道の駅「来夢とごうち」や商業施設、パーク＆ライドがあり、
安芸太田町の拠点となっていた。また、事業箇所は右岸側から筒賀川の合流があ
るにもかかわらず護岸が未整備、または老朽化が見られる状況であるため、早急
に護岸整備が必要であった。川沿いの桜広場での花見や水遊びなど、水辺空間
の利用がなされているが、現在は河川敷に雑草や雑木が繁茂するなど、安全に利
用することができなかった。そこで、水辺利用者が安全に水辺空間を利用できるよ
うに、護岸、管理用通路、坂路、管理用階段の整備を行う。

事業内容
（事業箇所図）

②西原地区
アンダーパス

③上殿地区
護岸、坂路、階段、河川管理用通路

府中町

西区

東区

安佐南区

広島駅

54

広島IC

山陽自動車道

広島高速

古川

芸
備
線

186

186

戸河内IC

191

191

滝山川

太田川

太
田
川

温井ダム

龍姫湖

中国自動車道

安芸太田町
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（様式－４）
【算出説明書】
費用便益比の算定根拠

評価手法
水辺整備（西原地区）：CVM(平成26年7月にアンケート実施）
水辺整備（上殿地区）：TCM(平成26年7月にアンケート実施）

便益計測期間 H24～H76（各事業完了から50年）

総便益
○年便益額＝356百万円
○残存価値＝4百万円
総便益B＝Σ単年度便益額/（1+0.04）n＋残存価値額＝7,677百万円

便
益

評価範囲 〈西原地区〉
○便益範囲：前回調査の結果より、事業箇所の認知度が高いと認められた事業
箇所から半径5km圏内を、アンケート調査範囲に設定する。
○世帯数：129,353世帯
○配布回収方法：郵送
○アンケート票数(全体)
配布数　2,800票
回収数　  978票
　　　　　（回収率34.9％）
有効回答数　487票
　　（有効回答率49.8％）

便
益
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便
益

評価範囲 〈上殿地区〉
○便益範囲：前回調査の結果より、利用が確認された2市2町をアンケート調査範
囲に設定する。
○人口：254,523人
○配布回収方法：郵送
○アンケート票数(全体)
配布数　2,100票
回収数　  847票
　　　　　（回収率40.3％）
有効回答数　729票
　　（有効回答率85.7％）

建設費 416百万円

維持管理費 3百万円

総費用 419百万円

費用便益比（B/C） 18.3

その他留意点等 －

費
用

●対象市町（2市2町）

広島市安佐南区

広島市佐伯区（旧湯来町）、

廿日市市（旧吉和町）、

北広島町（旧芸北町、旧豊平町）、

安芸太田町（旧戸河内町、旧筒賀村、旧加
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（様式－５）

河川環境整備事業

事業名

                     

評価年度 H26

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費（水辺整備）　 式 1 622

本工事費 式 1 238

護岸 m 2,839 130

護岸 m2 2,357 83

盛土工 m3 1,300 5
昭和橋アンダーパス地点の盛土数量
は除く（但し、工事費は含む）

管理用通路 m2 1,328 9

坂路 箇所 1 5

管理用階段 箇所 4 5

その他 式 1 1 仮設工等

間接経費等 式 1 135

事業費　計 式 1 373

維持管理費　計 式 2 7

事業費の内訳書

太田川総合水系環境整備事業 （全体事業費）

完了箇所評価
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太田川総合水系環境整備事業　再評価　水辺整備(西原地区)
CVM本調査結果

1.アンケート集計数

配布数 回収数 回収率 有効回答数 有効回答率 抵抗回答数 無効回答数

2,800 978 34.9% 487 49.8% 289 202

2.WTP算定結果

3.便益・費用算定結果

WTP 受益世帯数
(円/月/世帯) (世帯)

西原地区 220 129,353 342.0 7,349 142

・Bは残存価値を加算した。

・年便益＝WTP×12ヶ月×受益世帯数

C(百万円)

西原地区

年便益
(百万円)

B(百万円)

67

138

84

51 55

5
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率

支払意思額(円/月/世帯) 提示額

実数値

確率曲線

WTP平均値

220.4円/月/世帯
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太田川総合水系環境整備事業　再評価　水辺整備(上殿地区)
TCM本調査結果

1.アンケート集計数

配布数 回収数 回収率 有効回答数 有効回答率
2,100 847 40.3% 726 85.7%

2.TCM算定結果

・上殿地区

整備前 整備後 整備前 整備後
1 1.2 1.9 86 87
2 2.9 3.0 323 328
3 0.5 0.4 355 362
4 0.1 0.2 1,640 1,650

3.便益・費用算定結果

年便益
(百万円)

B(百万円) C(百万円)

14 7,677 419
・Bは残存価値を加算した。

・年便益＝整備後の消費者余剰－整備前の消費者余剰＝57.9百万円－44.4百万円＝13.5百万円

上殿地区

ゾーン
利用頻度(回/年・人) 旅行費用（円）
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太田川総合水系環境整備事業

〔広島県への意見照会と回答〕
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